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市税
48億579万円

総務費
23億3,033万円

公債費
19億7,324万円

民生費
67億7,193万円

衛生費
18億3,407万円

教育費
21億5,134万円

交付税等
72億5,340万円

国県支出金
35億7,043万円

市債
10億9,140万円

分担金および負担金
2億9,569万円

農林水産業費
10億4,266万円

土木費
15億3,321万円

繰入金
11億1,913万円

繰越金
3億円

その他
5億3,727万円

議会費
1億8,779万円

商工費
3億784万円

消防費
7億9,070万円

その他
5,001万円

当初予算339億8,749万円を議決しました。

　平成31年度の一般会計当初予算は189億7311万円で、昨年度より19億7383万円の
減額。市長は、①経済・産業の振興②育児支援充実③地域の活性化を重点戦略とした。
　市議会として、予算が適正にかつ市民ニーズに対応した行政サービスが提供され、持
続可能な財政運営が行われているかをしっかりと確認していきます。

会　 　計　 　名 31年度 30年度 増　　減 増減率
一　　般　　会　　計 189億7,311万円 209億4,694万円 △19億7,383万円 △9.4%
特　　別　　会　　計 135億5,840万円 134億8,253万円 7,587万円 0.6%
国 民 健 康 保 険 57億9,835万円 60億958万円 △2億1,123万円 △3.5%
後 期 高 齢 者 医 療 6億2,511万円 6億3,761万円 △1,250万円 △2.0%
介 護 保 険 45億4,288万円 45億6,297万円 △2,009万円 △0.4%
訪問看護ステーション事業 5,628万円 5,426万円 202万円 3.7%
下 水 道 事 業 20億8,479万円 21億4,267万円 △5,788万円 △2.7％
宅 地 等 開 発 事 業 4億2,450万円 4,261万円 3億8,189万円 896.2%
竜天オートキャンプ場 1,528万円 1,675万円 △147万円 △8.8%
財 産 区 1,122万円 1,610万円 △488万円 △30.3%
公　営　企　業　会　計 14億5,599万円 15億928万円 △5,329万円 △3.5%
水 道 事 業 14億5,599万円 15億928万円 △5,329万円 △3.5%
合　　　　　　　　　計 339億8,749万円 359億3,876万円 △19億5,127万円 △5.4%

会計別予算規模

歳　出

歳　入

※表示単位未満四捨五入のため、積み上げと合計が一致しない場合があります。
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３月定例会のあらまし

議案審議

３
月
定
例
会
を
２
月
21
日
か
ら
３
月
18
日
ま
で
、
26
日
間
の
会
期
で
開
催
し
た
。

議
案
28
件
を
可
決
、
請
願
２
件
に
つ
い
て
１
件
を
採
択
、
１
件
を
継
続
審
査
、
議
員
発
議
の

条
例
１
件
、
意
見
書
１
件
、
動
議
１
件
を
可
決
と
し
た
。

ま
た
、
人
事
案
件
５
件
を
同
意
・
適
任
と
し
た
。

監
査
委
員
選
任

に
関
し
同
意
を

求
め
る
こ
と
に

つ
い
て ３月定例会の

あらまし

山
陽
桜
が
丘
清

掃
セ
ン
タ
ー
及

び
最
終
処
分
場

浸
出
水
処
理
施

設

赤
坂
環
境
セ
ン

タ
ー

　
監
査
事
務
の
経
験
が
な

い
よ
う
だ
が
、
適
任
と
思
い

提
案
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も

他
に
思
惑
が
あ
っ
て
提
案
し

た
の
か
。

　
岡
山
県
の
行
政
を
経
験

し
て
お
り
、
長
年
の
経
験
は

監
査
委
員
と
し
て
申
し
分
な

い
と
考
え
て
い
る
。
他
意
が

あ
る
訳
で
は
な
い
。

30
年
度
補
正
予
算

一
般
会
計

　
ふ
る
さ
と
応
援
寄
付
金

１
５
０
０
万
円
の
減
額
理
由

は
。

　
総
務
省
か
ら
返
礼
品
に

関
し
趣
旨
を
守
る
よ
う
に
と

の
通
達
が
あ
り
、
本
市
と
し

て
は
守
っ
て
き
た
が
、
還
元

率
の
高
い
自
治
体
に
需
要
が

集
中
し
た
の
が
要
因
と
考
え

て
い
る
。

　
小
規
模
た
め
池
補
強
事

業
分
担
金
に
つ
い
て
、
７
月

豪
雨
で
は
岡
山
県
・
広
島
県

で
32
カ
所
の
た
め
池
が
決
壊

し
、
下
流
の
家
が
流
さ
れ
る

被
害
が
出
て
い
る
が
、
今
回

の
内
訳
は
ど
の
よ
う
な
危
機

管
理
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
対
象
と
な
る
市
内
小
規

模
た
め
池
は
４
カ
所
あ
り
、

従
前
か
ら
要
望
が
出
て
い
た

も
の
で
、
７
月
豪
雨
対
策
と

し
て
の
も
の
で
は
な
い
。

　
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
支
援
活

動
補
助
金
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｖ

は
し
ば
し
ば
児
童
虐
待
に
繋

が
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
事

業
は
Ｄ
Ｖ
だ
け
で
は
な
く
児

童
虐
待
防
止
の
取
り
組
み
に

も
関
係
す
る
の
か
。

　
こ
の
補
助
金
は
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
保

護
、
自
立
支
援
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
Ｄ
Ｖ
被
害
者

解
体
撤
去
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
入
札
参
加
者
数
と
落
札

率
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
エ

ヌ
エ
ス
日
進
、
伊
賀
建
設
の

共
同
企
業
体
の
出
資
比
率
は

い
く
ら
か
。

　
入
札
参
加
者
は
２
企
業

体
、
落
札
率
は
70
％
、
出
資

比
率
は
エ
ヌ
エ
ス
日
進
が

70
％
、
伊
賀
建
設
が
30
％
で

あ
る
。

　
入
札
参
加
者
数
、
落
札

率
、
共
同
企
業
体
の
出
資
比

率
は
い
く
ら
か
。

　
入
札
参
加
者
は
１
企
業

体
、
落
札
率
は
99
・
96
％
、

出
資
比
率
は
60
％
対
20
％
対

20
％
で
あ
る
。

太
陽
光
発
電
設

備
の
適
正
な
設

置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例

　
条
例
施
行
前
に
設
置
さ

れ
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
管
理
・
監
督
す

る
の
か
。

　
現
在
設
置
さ
れ
て
い
る

物
件
に
つ
い
て
も
、
条
例
が

適
用
さ
れ
る
。
条
例
の
制
定

目
的
お
よ
び
趣
旨
等
を
推
進

す
る
た
め
に
適
正
な
管
理
を

市
か
ら
指
導
す
る
こ
と
や
公

表
等
に
つ
い
て
も
適
用
し
て

い
く
。 条

例
制
定
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３月定例会のあらまし

支
援
団
体
に
対
し
て
支
出
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
補
助

金
は
児
童
虐
待
防
止
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

内
容
に
関
係
す
る
部
分
も
あ

る
の
で
合
わ
せ
て
の
対
応
と

し
て
い
る
。

　
第
３
子
以
降
保
育
料
無

償
化
事
業
補
助
金
な
ら
び
に

児
童
福
祉
費
に
つ
い
て
、
今

秋
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
幼

保
無
償
化
に
伴
い
、
変
更
が

入
る
項
目
は
ど
う
い
っ
た
も

の
に
な
る
の
か
。

　
今
秋
か
ら
予
定
さ
れ
て

い
る
幼
保
無
償
化
の
取
り
組

み
と
は
関
係
し
て
い
な
い

が
、
無
償
化
事
業
が
始
ま
る

と
保
育
園
の
運
営
事
業
に
関

し
利
用
者
の
負
担
金
が
減
る

こ
と
か
ら
、
国
の
持
ち
分
が

増
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
思
う
。

　

予
算
措
置
と
し
て
は
歳

入
・
歳
出
に
変
更
が
伴
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
今

後
は
補
正
予
算
で
対
応
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　
和
気
北
部
衛
生
施
設
組

合
の
負
担
金
に
つ
い
て
、
他

の
組
合
と
比
べ
て
減
額
が
少

な
い
の
は
努
力
が
足
ら
な
い

か
ら
で
は
な
い
か
。

　
和
気
北
部
衛
生
施
設
組

合
の
負
担
金
の
内
訳
は
、
組

合
規
約
に
基
づ
い
て
い
る
も

の
で
均
等
割
が
30
％
、
人
口

割
が
30
％
、
利
用
割
が
40
％

と
な
っ
て
い
る
。経
費
の
節
約

や
コ
ス
ト
の
縮
減
な
ど
は
必

要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

改
善
に
向
け
て
い
き
た
い
。

　
学
校
給
食
費
の
中
に
中

央
給
食
セ
ン
タ
ー
運
転
手
５

人
の
賃
金
が
あ
る
。
こ
の
５

人
以
外
に
補
助
要
員
と
い
う

も
の
が
あ
る
の
か
。

　
臨
時
の
運
転
手
に
つ
い

て
は
、
給
食
コ
ン
テ
ナ
の
配

送
、
回
収
を
行
う
５
名
の
予

算
で
あ
る
。
配
送
補
助
員
は

配
置
し
て
い
な
い
。
給
食
セ

ン
タ
ー
で
積
み
込
む
と
き
に

は
調
理
員
が
補
助
し
、
学
校

な
ど
で
は
校
務
員
が
補
助
し

て
い
る
。

　
地
域
未
来
塾
推
進
事
業

に
つ
い
て
、
仁
美
地
区
の
中

高
生
を
対
象
に
毎
週
１
時

間
、
数
学
と
英
語
の
支
援
を

行
う
と
い
う
こ
と
だ
が
、
何

名
程
度
の
子
ど
も
が
対
象
と

な
っ
て
い
る
の
か
。

　
30
年
度
は
、
約
10
名
の

中
学
生
が
対
象
と
な
っ
て
い

る
。

31
年
度
当
初
予
算

一
般
会
計

１
人
を
見
込
ん
で
い
る
。
１

０
０
歳
の
お
祝
い
は
、
17
人

分
を
計
上
し
て
お
り
、
了
解

を
得
た
人
は
「
広
報
あ
か
い

わ
」
に
掲
載
し
、
新
聞
社
に

情
報
提
供
を
し
て
い
る
。

　
高
齢
者
福
祉
費
の
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
補
助

金
１
２
７
４
万
１
０
０
０
円

に
つ
い
て
、
会
員
数
と
経
営

状
況
の
説
明
を
。

　
29
年
度
の
会
員
は
３
６

８
人
で
、
事
業
実
績
は
約
２

億
２
５
０
０
万
円
で
あ
る
。

事
務
局
の
人
件
費
等
、
発
注

者
が
負
担
す
る
事
務
費
の
み

で
は
運
営
が
困
難
な
状
況

で
、
セ
ン
タ
ー
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
国
お
よ
び
市
が

補
助
し
、
収
支
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

民
生
費
の
福
祉
タ
ク

シ
ー
券
事
業
の
内
容
と
今
後

の
見
通
し
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
交
付

事
業
５
９
４
万
円
と
リ
フ
ト

タ
ク
シ
ー
券
交
付
事
業
96
万

９
０
０
０
円
の
２
つ
で
構
成

し
て
い
る
。
今
後
の
見
通
し

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
も

ら
っ
て
い
る
の
で
、
制
度
改

正
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が

課
題
と
考
え
て
い
る
。

　
児
童
福
祉
費
の
１
歳
か

ら
の
入
所
緊
急
対
策
事
業
費

補
助
金
に
つ
い
て
、
内
容
と

人
数
の
説
明
を
。

　
岡
山
県
独
自
の
補
助
事

業
で
育
児
休
業
を
取
得
し
て

い
る
保
護
者
が
１
歳
の
誕
生

日
以
降
に
保
育
所
の
利
用
を

考
え
て
い
た
場
合
に
、
年
度

の
途
中
入
所
と
な
る
こ
と
で

入
所
が
困
難
に
な
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
し
で

も
確
実
に
入
所
で
き
る
よ

う
、
民
間
保
育
園
等
の
設
置

事
業
者
に
協
力
を
依
頼
し

て
、
保
護
者
の
意
向
に
寄
り

添
う
支
援
を
行
う
も
の
で
あ

る
。

　
民
間
保
育
事
業
者
に
１
、

２
歳
児
の
受
け
入
れ
増
加
人

数
に
よ
り
補
助
金
を
交
付
す

る
も
の
で
、
増
加
見
込
み
を

11
人
と
し
、
補
助
額
は
２
２

０
万
円
で
県
の
補
助
率
は
２

分
の
１
で
積
算
を
し
て
い
る
。

　
生
活
保
護
扶
助
費
に
つ

い
て
、
制
度
内
容
お
よ
び
現

状
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
生
活
保
護
制
度
は
、
資

産
や
能
力
等
全
て
を
活
用
し

て
も
な
お
生
活
に
困
窮
す
る

人
に
対
し
、
困
窮
の
程
度
に

応
じ
て
必
要
な
保
護
を
行

い
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
と

と
も
に
自
立
を
助
長
す
る
制

度
で
あ
る
。

　
受
給
者
の
推
移
は
、
30
年

度
は
84
世
帯
か
ら
93
世
帯
で

人
数
は
95
人
か
ら
１
０
７
人

で
あ
る
。
当
初
予
算
で
は
、

１
０
０
世
帯
１
０
８
人
を
見

込
ん
で
い
る
。

　
生
活
状
況
等
は
、
生
活
保

護
法
、
そ
の
他
実
施
要
領
等

に
基
づ
き
、
定
め
ら
れ
た
調

査
、
指
導
な
ど
を
世
帯
の
状

況
に
応
じ
て
行
っ
て
い
る
。

　
総
務
管
理
費
の
庁
舎
等

調
査
委
託
事
業
費
の
説
明

と
、
今
後
議
会
へ
事
業
に
つ

い
て
の
説
明
が
あ
る
の
か
。

　
支
所
、
公
民
館
に
つ
い

て
は
、
24
年
度
に
実
施
し
た

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
耐
震
診

断
結
果
を
ベ
ー
ス
に
建
物
の

劣
化
状
況
、
建
築
、
電
気
設

備
、
機
械
設
備
を
調
査
し
再

精
査
し
て
、
改
修
計
画
の
案

の
作
成
、
概
算
事
業
費
や
事

業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
検
討
し

て
い
く
。

　
本
庁
舎
は
、
耐
震
改
修
に

合
わ
せ
て
執
務
室
、会
議
室
、

市
民
コ
ー
ナ
ー
な
ど
の
レ
イ

ア
ウ
ト
を
具
体
的
に
検
討
す

る
。
進
捗
経
過
を
担
当
委
員

会
に
報
告
す
る
。

　
民
生
費
の
地
区
敬
老
会

助
成
金
と
１
０
０
歳
の
人
へ

の
お
祝
い
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
助
成
金
の
基
準
額
は
75

歳
以
上
の
人
数
に
２
０
０
０

円
を
乗
じ
た
額
で
、
今
年
度

の
予
算
は
対
象
人
口
７
８
１
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農
業
振
興
費
の
地
域
お

こ
し
協
力
隊
の
報
償
費
と
補

助
金
、
隊
員
の
活
動
に
つ
い

て
説
明
を
。

　
報
償
費
は
隊
員
７
名
分

を
計
上
し
て
お
り
、
活
動
継

続
中
の
２
名
と
、
新
し
く
募

集
す
る
５
名
分
を
計
上
し
て

い
る
。
補
助
金
は
、
隊
員
が

立
案
す
る
活
動
計
画
に
基
づ

き
必
要
と
な
る
活
動
経
費
を

予
算
の
範
囲
内
で
支
出
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
現
在
、
活
動
継
続
中
の
１

名
は
地
産
地
消
の
推
進
活
動

を
、
も
う
１
名
は
、
是
里
地

域
の
潜
在
的
な
魅
力
を
発
信

す
る
こ
と
で
地
域
を
活
性
化

さ
せ
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　
新
た
に
募
集
す
る
５
名
の

内
３
名
は
是
里
ワ
イ
ン
の
醸

造
等
に
か
か
わ
る
活
動
を
通

し
て
、
本
市
の
農
産
物
の
情

報
発
信
や
生
産
販
売
な
ど
を

行
う
。
も
う
１
名
は
仁
美
地

区
の
夢
百
笑
を
中
心
に
仁
美

地
区
の
活
性
化
を
図
り
、
も

う
１
名
は
、
市
内
全
体
の
地

産
地
消
の
推
進
に
係
る
活
動

を
し
て
、本
市
の
農
業
振
興
、

地
域
の
活
性
化
を
図
る
。

　
商
工
費
の
吉
井
川
流
域

広
域
観
光
連
携
事
業
負
担
金

に
つ
い
て
説
明
を
。

　
瀬
戸
内
市
、
和
気
町
、

赤
磐
市
の
３
市
町
で
取
り
組

む
広
域
観
光
連
携
事
業
の
推

進
に
係
る
費
用
で
、
一
般
社

団
法
人
吉
井
川
流
域
Ｄ
Ｍ
Ｏ

を
設
立
し
、
運
営
活
動
費
や

専
門
人
材
の
人
件
費
、
ホ
ー

是
里
ワ
イ
ン
フ
ェ
ス
ト
に
２

２
０
万
円
な
ど
観
光
イ
ベ
ン

ト
に
対
す
る
補
助
金
と
し
て

計
上
し
て
お
り
、
英
国
庭
園

活
性
化
委
員
会
も
含
ま
れ
て

い
る
。
金
額
は
、
前
年
と
同

額
で
計
上
し
て
い
る
。

　
都
市
計
画
費
の
工
事
請

負
費
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
熊
山
駅
前
周
辺
整
備
事

業
で
、
駅
前
広
場
の
休
憩
施

設
棟
と
多
目
的
ト
イ
レ
を
備

え
た
ト
イ
レ
棟
の
建
築
工
事

に
７
４
０
０
万
円
、駐
車
場
、

植
栽
、
駅
前
広
場
の
雨
よ
け

等
の
外
構
工
事
に
３
０
６
８

万
円
、
合
計
１
億
４
６
８
万

円
を
計
上
し
て
い
る
。

　
都
市
計
画
費
の
空
家
等

除
却
事
業
補
助
金
に
つ
い
て

説
明
を
。

　
老
朽
化
し
た
空
き
家
等

の
円
滑
な
除
却
を
図
る
た
め

に
交
付
す
る
も
の
で
、補
助
金

額
は
補
助
対
象
経
費
の
３
分

の
１
で
50
万
円
を
上
限
と
し

て
い
る
。
予
算
で
は
５
件
分

を
見
込
ん
で
計
上
し
て
い
る
。

　
保
健
体
育
総
務
費
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
事
前
キ
ャ

ン
プ
誘
致
事
業
の
費
用
明
細

に
つ
い
て
の
説
明
と
、
誘
致

事
業
が
市
に
ど
う
い
う
影
響

を
与
え
る
と
思
う
か
。

　
主
な
も
の
と
し
て
、
事

前
キ
ャ
ン
プ
参
加
選
手
交
流

記
念
品
代
56
万
７
０
０
０

円
、
誘
致
国
チ
ー
ム
の
事
前

キ
ャ
ン
プ
に
係
る
渡
航
費
や

宿
泊
費
、
事
前
キ
ャ
ン
プ
調

印
式
参
加
者
の
旅
費
８
９
３

万
４
０
０
０
円
、
事
前
キ
ャ

ン
プ
参
加
選
手
昼
食
代
な
ど

35
万
３
０
０
０
円
、
事
前

キ
ャ
ン
プ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
費

用
41
万
７
０
０
０
円
、
誘
致

国
選
手
の
移
動
用
バ
ス
の
借

上
料
75
万
６
０
０
０
円
、
事

前
キ
ャ
ン
プ
の
啓
発
物
品
や

市
民
と
の
交
流
に
係
る
経
費

３
３
６
万
７
０
０
０
円
、
全

日
本
ホ
ッ
ケ
ー
選
手
権
大
会

の
警
備
委
託
料
26
万
４
０
０

０
円
、
テ
ン
ト
等
借
上
料
33

万
円
な
ど
で
あ
る
。

　
「
ホ
ッ
ケ
ー
の
ま
ち
赤
磐
」

と
し
て
の
ホ
ッ
ケ
ー
競
技

は
、
本
市
の
重
要
な
特
色
と

考
え
て
い
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
通
じ
て
多
く
の
人
が
競

技
に
触
れ
、
他
国
の
ホ
ッ

ケ
ー
チ
ー
ム
と
の
交
流
が
で

き
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の

盛
り
上
が
り
を
感
じ
、
市
民

の
活
性
化
等
に
大
き
く
寄
与

で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

一般社団法人吉井川流域ＤＭＯが実施したダンスイベント

ム
ペ
ー
ジ
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

費
用
と
し
て
、
本
市
は
７
４

０
万
円
を
計
上
し
て
い
る
。

　
商
工
費
の
観
光
振
興
事

業
の
補
助
金
に
つ
い
て
説
明

を
。

　
例
年
開
催
し
て
い
る
市

内
で
の
イ
ベ
ン
ト
で
、
花
火

大
会
に
８
０
０
万
円
、
あ
か

い
わ
祭
り
に
４
５
０
万
円
、

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
事
前

キ
ャ
ン
プ
誘
致
活
動
事
業

で
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
に
つ
い

て
は
岡
山
市
と
連
携
と
い
う

話
だ
が
、
岡
山
市
と
の
役
割

分
担
は
既
に
決
ま
っ
て
い
る

の
か
。
ま
た
、
費
用
負
担
は

ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
。誘
致
す
る
国
、チ
ー
ム
は

ど
こ
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。

　
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
の
キ
ャ

ン
プ
誘
致
に
つ
い
て
は
、
岡

山
市
が
岡
山
シ
ー
ガ
ル
ズ
の

協
力
を
得
な
が
ら
誘
致
に
取

り
組
ん
で
い
る
。
岡
山
シ
ー

ガ
ル
ズ
が
山
陽
ふ
れ
あ
い
公

園
を
練
習
拠
点
と
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
赤
磐
市
も
連
携

し
て
山
陽
ふ
れ
あ
い
公
園
の

体
育
館
で
海
外
チ
ー
ム
と
の

練
習
を
お
願
い
し
て
い
る
。

相
手
国
に
つ
い
て
、
現
在
具

体
的
に
は
決
ま
っ
て
い
な

い
。
事
業
費
は
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
事
前
キ
ャ
ン
プ
誘

致
事
業
の
予
算
で
の
対
応
を

考
え
て
い
る
。
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人
事
案
件

人
事
案
件

人
事
案
件

副
市
長

前
田
　
正
之
（
54
才
）

 

（
桜
が
丘
西
10
丁
目
）

川
島
　
明
昌
（
57
才
）

（
広
島
市
東
区

　
牛
田
早
稲
田
３
丁
目
）

【
任
期
】

　
平
成
31
年
４
月
１
日
～

　
平
成
35
年
３
月
31
日

監
査
委
員

本
荘
　
司
郎
（
71
才
）

 

（
山
陽
５
丁
目
）

【
任
期
】

　
平
成
31
年
４
月
１
日
～

　
平
成
35
年
３
月
31
日

次
の
と
お
り
同
意
・
適
任
と

し
た
。

教
育
委
員
会
委
員

遠
藤
　
益
恵
（
49
才
）

 
（
山
陽
４
丁
目
）

【
任
期
】

　
平
成
31
年
５
月
20
日
～

　
平
成
35
年
５
月
19
日

人
権
擁
護
委
員

政
田
　
町
子
（
72
才
）

 

（
西
軽
部
）

【
任
期
】

　
平
成
31
年
７
月
１
日
～

　
平
成
34
年
６
月
30
日

反
対
討
論

議
第
19
号　
平
成
31
年
度
赤
磐
市
一
般
会
計
予
算

　

当
初
予
算
は
一
定
の
要
望
が
実
現
し
て
い
る
が
、
ま
だ
ま

だ
多
く
の
市
民
要
望
が
山
積
し
て
い
る
。
も
っ
と
予
算
を
暮

ら
し
・
福
祉
・
教
育
の
充
実
に
使
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
予

算
は
何
回
も
提
案
し
て
い
る
施
策
が
反
映
し
て
い
な
い
の
で

反
対
す
る
。

議
第
20
号　

�

平
成
31
年
度
赤
磐
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
予
算

　
国
保
税
の
引
き
下
げ
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

　
提
案
し
て
い
る
子
育
て
支
援
策
と
し
て
均
等
割
り
の
軽
減・

廃
止
を
す
れ
ば
協
会
け
ん
ぽ
並
み
に
な
り
、
払
い
や
す
い
国

保
税
と
な
る
。

　

市
の
国
保
世
帯
で
の
高
校
生
以
下
の
均
等
割
り
を
な
く
す

の
に
２
３
８
０
万
円
が
必
要
で
あ
る
。
中
学
生
以
下
な
ら
１

８
８
０
万
円
が
必
要
で
あ
る
。

　

岡
山
県
で
初
め
て
取
り
組
ん
で
い
け
ば
他
の
自
治
体
に
も

広
が
り
、国
と
し
て
も
制
度
と
し
て
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

国
保
制
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
必
要
で
、
後
に
引
け
な
い

状
況
が
あ
る
た
め
反
対
す
る
。

請

願

請
願
第
１
号　

種
子
法
廃
止
に
伴
い
岡
山
県
の
取
り
組
み

が
後
退
し
な
い
よ
う
に
岡
山
県
条
例
の
制
定
を
求
め
る
請

願 

【
継
続
審
査
】

請
願
第
２
号　
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
窓
口
負
担
の
見
直
し

に
あ
た
り
、
原
則
１
割
負
担
の
継
続
を
求
め
る
」
請
願
書

�

【
採
択
】

【
要
旨
】

　

昨
年
の
通
常
国
会
で
、
主
要
農
産
物
種
子
法
が
廃
止
さ
れ

た
。種
子
法
は
、米
な
ど
基
本
食
糧
の
増
産
と
改
良
の
た
め
に
、

国
や
都
道
府
県
の
品
種
改
良
と
普
及
の
公
的
役
割
を
明
確
に

し
た
法
律
で
あ
る
。

　
種
子
法
廃
止
に
よ
り
、都
道
府
県
の
取
り
組
み
が
後
退
し
、

食
糧
と
種
子
の
安
定
供
給
が
損
な
わ
れ
、
食
糧
自
給
率
が
さ

ら
に
悪
化
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
。

　

岡
山
県
は
、
中
国
地
方
で
も
最
大
の
農
業
県
だ
が
、
米
価

の
低
迷
や
輸
入
特
産
物
の
拡
大
等
で
、
農
業
経
営
が
厳
し
く

な
り
、
田
園
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
る
。

　

主
要
農
産
物
の
種
子
生
産
・
普
及
供
給
体
制
と
人
員
・
予

算
措
置
の
確
保
を
行
う
こ
と
並
び
に
公
共
品
種
を
安
易
に
民

間
に
委
ね
な
い
よ
う
、
ま
た
、
厳
重
な
管
理
体
制
を
講
じ
る

こ
と
等
を
内
容
と
し
た
岡
山
県
条
例
を
制
定
す
る
よ
う
、
岡

山
県
知
事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

【
賛
成
討
論
】

　

種
子
法
は
、
都
道
府
県
に
一
律
の
制
度
を
義
務
づ
け
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、種
子
法
が
廃
止
さ
れ
た
今
は
、
民
間
事
業
者
に
よ

る
稲
や
麦
、ま
た
大
豆
の
種
子
生
産
へ
の
参
入
が
進
ん
で
い
る
。

　

こ
の
ま
ま
だ
と
、
米
農
家
は
こ
れ
ま
で
コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど

の
都
道
府
県
で
増
殖
さ
れ
て
い
た
種
子
が
な
く
な
り
、
価
格

が
10
倍
も
す
る
よ
う
な
、
海
外
か
ら
の
米
の
種
子
を
購
入
し

な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
米
の
耕
作
が
で
き
な
く
な
る
。

　

今
後
、
農
家
を
支
え
る
上
で
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
多

様
な
農
産
物
や
伝
統
作
物
の
種
子
を
県
民
の
共
通
財
産
と
し

て
守
り
、
次
の
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
も
、
県
に

条
例
の
制
定
を
求
め
て
い
く
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

今
回
は
継
続
審
査
と
い
う
結
果
だ
が
、
６
月
議
会
に
は
全

会
一
致
で
請
願
の
採
択
を
、
お
願
い
す
る
。
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発
議
第
１
号　

赤
磐
市
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費

用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

�

【
可
決
】

発　

議

発　

議

【
要
旨
】

　

赤
磐
市
議
会
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
５
条
２
項
中
「
６

月
に
支
給
す
る
場
合
１
０
０
分
の
１
６
０
、
12
月
に
支
給
す

る
場
合
に
お
い
て
は
１
０
０
分
の
１
７
５
」
を
「
１
０
０
分

の
１
６
７
・
５
」
に
改
め
る
。

発
議
第
２
号　
「
後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
の
見
直
し
に
あ

た
り
、
原
則
１
割
負
担
の
継
続
を
求
め
る
」
意
見
書

�

【
可
決
】

【
要
旨
】

　

経
済
的
な
理
由
で
必
要
な
受
診
が
で
き
な
い
高
齢
者
が
増

え
て
い
る
。
高
齢
夫
婦
世
帯
で
は
、
生
活
費
な
ど
が
毎
月
約

５
万
５
０
０
０
円
不
足
し
、
貯
金
を
取
り
崩
し
て
生
活
せ
ざ

る
を
得
ず
、
ま
た
「
貯
金
な
し
」
の
高
齢
世
帯
は
15
・
１
％

に
の
ぼ
る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。

　

医
療
費
窓
口
負
担
を
現
行
の
原
則
１
割
か
ら
２
割
に
す
る

議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。
年
金
収
入
も
減
る
な
か
、
後
期
高

齢
者
の
窓
口
負
担
の
原
則
２
割
化
は
、
治
療
が
長
期
に
わ
た

る
高
齢
者
の
生
活
を
圧
迫
し
、
必
要
な
医
療
が
受
け
ら
れ
な

い
事
態
を
深
刻
に
す
る
。

　

高
齢
者
の
負
担
増
は
、
介
護
に
携
わ
る
子
や
孫
等
の
生
活

も
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
り
、
全
世
代
に
多
大
な
影
響
を
与
え

る
。
必
要
な
の
は
高
額
医
療
費
の
限
度
額
引
き
下
げ
を
は
じ

め
と
す
る
患
者
負
担
の
軽
減
で
あ
る
。

　

後
期
高
齢
者
の
窓
口
負
担
に
つ
い
て
、
原
則
１
割
負
担
の

継
続
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

【
意
見
書
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
厚
生
労
働

大
臣
、
総
務
大
臣

発
議
第
４
号　

佐
々
木
雄
司
副
議
長
に
対
す
る
不
信
任
決

議
の
動
議

�

【
可
決
】

【
要
旨
】

　

副
議
長
は
日
常
的
に
は
議
長
を
補
佐
し
、
議
長
に
事
故
及

び
欠
員
の
と
き
議
長
の
す
べ
て
の
権
限
を
副
議
長
の
も
と
で

行
使
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
副
議
長
も
議
会
権
限・

機
能
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
し
、

議
員
か
ら
信
頼
さ
れ
る
行
動
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
佐
々
木
副
議
長
は
、そ
の
職
務
と
立
場
を
十
分
に
認
識
し
、

市
民
の
模
範
と
な
る
よ
う
な
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
事
件
に
関
し
て
市
や
市
議
会

に
多
大
な
混
乱
を
も
た
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
議
会
に
対
す

る
市
民
の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
た
。
議
会
と
し
て
は
早
期
に
疑

惑
解
明
と
市
民
へ
の
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
今
回
の
事
件
に
関
す
る
佐
々
木
副
議
長
の
一
連

の
言
動
は
、
市
議
会
の
副
議
長
の
職
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
く

な
い
と
判
断
し
、
佐
々
木
副
議
長
を
信
任
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

【
反
対
討
論
】

　

佐
々
木
副
議
長
の
不
信
任
案
が
出
さ
れ
る
背
景
は
、
こ
の

議
員
倫
理
審
査
会
の
結
論
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
議

員
倫
理
審
査
会
が
信
頼
す
る
結
論
を
出
し
て
い
れ
ば
、
当
然

副
議
長
と
し
て
の
職
は
今
回
問
わ
れ
る
べ
き
と
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
議
員
倫
理
審
査
会
そ
の
も
の
に
間
違
い
が
あ
り
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
反
対
す
る
。

６
月
３
日
（
月
）
議
案
上
程

６
月
６
日
（
木
）
一
般
質
問

６
月
７
日
（
金
）
一
般
質
問

６
月
10
日
（
月
）
一
般
質
問

６
月
14
日
（
金
）
質
疑
・
委
員
会
付
託

６
月
18
日
（
火
）
厚
生
常
任
委
員
会

６
月
19
日
（
水
）
産
業
建
設
常
任
委
員
会

６
月
20
日
（
木
）
総
務
文
教
常
任
委
員
会

６
月
27
日
（
木
）�

最
終
日
（
委
員
長
報
告
・

質
疑
・
討
論
・
採
決
）

※�

こ
の
日
程
は
予
定
で
す
。
日
程
は
、
５
月

27
日
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
で
決
定
し

ま
す
。 ６

月
議
会
の

お
知
ら
せ
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３月定例会のあらまし

平成31年３月第１回赤磐市議会定例会審議結果

議案番号 案                件 議決結果
永
徳
省
二

大
森
進
次

佐
藤　
武

佐
々
木
雄
司

光
成
良
充

保
田　
守

大
口
浩
志

治
徳
義
明

原
田
素
代

行
本
恭
庸

松
田　
勲

北
川
勝
義

福
木
京
子

佐
藤
武
文

岡
崎
達
義

下
山
哲
司

実
盛
祥
五

金
谷
文
則

同 意 第 ２ 号 赤磐市監査委員の選任に関し同意を求めることに
ついて 同意 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ―

同 意 第 ３ 号 赤磐市教育委員会委員の任命に関し同意を求める
ことについて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

同 意 第 ４ 号 赤磐市副市長の選任に関し同意を求めることにつ
いて 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 第 ８ 号 赤磐市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関
する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 第 ９ 号 赤磐市法定外公共物管理条例の一部を改正する条
例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―

議 第 １ ３ 号 平成30年度赤磐市一般会計補正予算（第５号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
議 第 １ ９ 号 平成31年度赤磐市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―
議 第 ２ ０ 号 平成31年度赤磐市国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―

請 願 第 ２ 号 「後期高齢者医療の窓口負担の見直しにあたり、
原則１割負担の継続を求める」請願書 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ―

発 議 第 ２ 号 「後期高齢者の窓口負担の見直しにあたり、原則
１割負担の継続を求める」意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ―

発 議 第 ４ 号 佐々木雄司副議長に対する不信任決議の動議 可決 ○ ○ ○ 除
斥 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

○＝賛成　●＝不賛成
※金谷文則議長は地方自治法第116条第２項の規定により議決に加わることができません。
※発議第４号について、佐々木雄司議員は地方自治法117条の規定により除斥となります。

議案番号 案                件 議決結果

同 意 第 １ 号 赤磐市副市長の選任に関し同意を求
めることについて 同意

諮 問 第 １ 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求
めることについて 適任

議 第 １ 号 赤磐市過疎地域自立促進市町村計画
の変更について 可決

議 第 ２ 号
山陽桜が丘清掃センター及び最終処
分場浸出水処理施設解体撤去工事請
負契約の締結について

可決

議 第 ３ 号 赤坂環境センター解体撤去工事請負
契約の締結について 可決

議 第 ４ 号 赤磐市職員の勤務時間、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例 可決

議 第 ５ 号 赤磐市長及び副市長の給料等に関す
る条例の一部を改正する条例 可決

議 第 ６ 号 赤磐市行政財産使用料徴収条例の一
部を改正する条例 可決

議 第 ７ 号 赤磐市介護給付費準備基金条例の一
部を改正する条例 可決

議 第 １ ０ 号 赤磐市消防団条例の一部を改正する
条例 可決

議 第 １ １ 号 市道路線の認定について 可決
議 第 １ ２ 号 市道路線の変更について 可決

議 第 １ ４ 号 平成30年度赤磐市国民健康保険特
別会計補正予算（第３号） 可決

議 第 １ ５ 号 平成30年度赤磐市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号） 可決

議 第 １ ６ 号 平成30年度赤磐市介護保険特別会
計補正予算（第３号） 可決

※下記に記載する議案については、全会一致で可決しています。

議案番号 案                件 議決結果

議 第 １ ７ 号
平成30年度赤磐市訪問看護ステー
ション事業特別会計補正予算（第３
号）

可決

議 第 １ ８ 号 平成30年度赤磐市下水道事業特別
会計補正予算（第３号） 可決

議 第 ２ １ 号 平成31年度赤磐市後期高齢者医療
特別会計予算 可決

議 第 ２ ２ 号 平成31年度赤磐市介護保険特別会
計予算 可決

議 第 ２ ３ 号 平成31年度赤磐市訪問看護ステー
ション事業特別会計予算 可決

議 第 ２ ４ 号 平成31年度赤磐市下水道事業特別
会計予算 可決

議 第 ２ ５ 号 平成31年度赤磐市宅地等開発事業
特別会計予算 可決

議 第 ２ ６ 号 平成31年度赤磐市竜天オートキャ
ンプ場特別会計予算 可決

議 第 ２ ７ 号 平成31年度赤磐市財産区特別会計
予算 可決

議 第 ２ ８ 号 平成31年度赤磐市水道事業会計予
算 可決

請 願 第 １ 号
種子法廃止に伴い岡山県の取り組み
が後退しないように岡山県条例の制
定を求める請願

継続審査

発 議 第 １ 号
赤磐市議会の議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部改正に
ついて

可決

発 議 第 ３ 号 委員会の閉会中の継続調査及び審査
について 可決
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委員会のうごき

３
月
５
日
に
総
務
文
教
常
任
委
員
会
を
行
っ
た
。

議
案
７
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

総務文教
常任委員会

過
疎
地
域
自
立
促

進
市
町
村
計
画
の

変
更

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

事
業
の
説
明
を
。

　
２
万
５
０
０
０
円
の
商

品
券
を
２
万

０
０
０
円
で

販
売
す
る
事

業
で
あ
る
。

　
対
象
者

は
。

　
住
民
税

非
課
税
世
帯

と
０
歳
児
か

ら
２
歳
児
ま

で
が
い
る
世

帯
。
対
象
人

数
は
約
９
５

０
０
人
で
あ

る
。

　
誕
生
日

に
よ
っ
て
は
３
歳
に
な
っ
て

対
象
外
に
な
る
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
が
。

　
基
準
日
が
２
０
１
９
年

６
月
１
日
と
な
っ
て
お
り
、

２
０
１
６
年
４
月
２
日
以
降

に
生
ま
れ
た
子
が
属
す
る
世

帯
が
対
象
と
な
る
。

　
使
用
で
き
る
期
間
は
。

　
２
０
１
９
年
10
月
か
ら

２
０
２
０
年
３
月
ま
で
で
あ

る
。

　
小
中
学
校
す
べ
て
の
教

室
に
エ
ア
コ
ン
の
設
置
が
完

了
す
る
の
か
。

　
普
通
教
室
、
音
楽
教
室

に
つ
い
て
は
完
了
す
る
。

　
ホ
ッ
ケ
ー
場
の
観
客
席

の
設
置
は
ど
れ
く
ら
い
の
規

模
か
。

　
３
０
０
人
か
ら
４
０
０

人
が
収
容
可
能
な
座
席
数
を

予
定
し
て
い
る
。

可
能
と
な
る
。

　
小
中
学
校
で
消
費
生
活

講
座
を
開
い
て
ほ
し
い
が
。

　
30
年
度
は
山
陽
小
学
校

で
行
っ
た
。
今
後
他
の
小
中

学
校
で
も
行
え
る
よ
う
体
制

を
整
え
た
い
。

　
避
難
行
動
要
支
援
者
名

簿
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
方
法
で
進
め
る
の

か
。

　
避
難
行
動
要
支
援
者
に

文
書
を
送
り
名
簿
の
提
供
を

依
頼
し
て
い
る
。
地
元
の
民

生
委
員
や
区
長
・
町
内
会
長

と
も
連
携
を
行
い
、
す
べ
て

の
要
支
援
者
か
ら
同
意
を
得

ら
れ
る
よ
う
努
力
す
る
。

　
コ
ン
ビ
ニ
収
納
事
業
に

つ
い
て
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス

ト
は
い
く
ら
か
。

　
市
税
収
納
分
に
つ
い
て

は
全
体
で
約
４
８
０
万
円
で

あ
る
。

　
コ
ン
ビ
ニ
収
納
事
業
は

い
つ
ま
で
続
け
る
の
か
。

　
当
面
は
続
け
る
。

　
庁
舎
等
調
査
委
託
料
に

つ
い
て
、
本
庁
舎
整
備
に
つ

い
て
審
議
会
等
を
立
ち
上
げ

る
予
定
は
。

　
今
は
予
定
が
な
い
が
、

必
要
に
応
じ
て
立
ち
上
げ
て

い
き
た
い
。

　
山
方
研
修
セ
ン
タ
ー
と

吉
井
き
の
こ
館
の
改
修
事
業

に
つ
い
て
、
地
元
要
望
が

あ
っ
た
の
か
。

　

地
元
か
ら
要
望
が
あ

り
、
事
業
を
行
う
。

行
政
財
産
使
用
料

徴
収
条
例

　
た
め
池
に
つ
い
て
は
ど

う
な
る
の
か
。

　
法
定
外
公
共
物
に
な
る

た
め
、
赤
磐
市
法
定
外
公
共

物
管
理
条
例
の
該
当
に
な
る
。

　
た
め
池
へ
太
陽
光
発
電

設
備
を
設
置
す
る
場
合
は
ど

う
か
。

　
土
地
等
の
評
価
額
の
１

消
防
団
条
例

　
区
域
に
つ
い
て
赤
磐
市

と
設
定
を
し
た
が
、
市
外
で

の
活
動
中
に
事
故
が
起
こ
っ

た
場
合
の
補
償
は
ど
う
か
。

　
消
防
団
指
令
に
基
づ
い

て
の
活
動
で
あ
れ
ば
、
市
外

31
年
度

当
初
予
算

一
般
会
計

　
選
挙
の
期
日
前
投
票
が

本
庁
・
支
所
ど
こ
で
も
可
能

に
な
る
の
か
。

　
４
月
７
日
の
県
議
会
議

員
選
挙
か
ら
市
民
で
あ
れ
ば

条
例
の

一
部
改
正

０
０
０
分
の
36
に
相
当
す
る

使
用
料
を
徴
収
す
る
。

30
年
度

補
正
予
算

一
般
会
計

消防操法訓練大会の様子（吉井方面隊）

インターネット詐欺の注意喚起チラシ

で
の
活
動
中
の
事
故
に
関
し

て
も
補
償
の
対
象
に
な
る
。
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不
妊
治
療
助
成
金
３
０

５
万
円
の
説
明
を
。

　
不
妊
症
の
た
め
に
子
ど

も
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い

夫
婦
に
対
し
、
不
妊
治
療
の

う
ち
治
療
が
高
額
な
体
外
受

精
及
び
顕
微
授
精
に
つ
い
て

医
療
費
の
一
部
を
助
成
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
複
合
型
介
護
福
祉
施
設

管
理
事
業
の
１
０
２
６
万
７

０
０
０
円
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
光
熱
水
費
と
事
業
用
備

品
等
の
市
が
管
理
す
る
交
流

ス
ペ
ー
ス
の
経
費
と
、
消
防

設
備
委
託
料
、
電
気
設
備
保

安
業
務
委
託
料
等
の
市
が
担

当
す
べ
き
施
設
全
体
に
か
か

る
経
費
と
、
事
業
監

理
支
援
業
務
委
託
料

で
あ
る
。

　
事
業
監
理
支
援

業
務
委
託
料
の
説
明

を
。

　

小
規
模
多
機

能
、
サ
ー
ビ
ス
付
き

高
齢
者
向
け
住
宅
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等

が
正
常
に
機
能
し
て

い
る
か
ど
う
か
の
監

理
を
コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン
グ
会
社
に
委
託
す

る
費
用
で
あ
る
。

山陽桜が丘清掃センター

３
月
６
日
に
厚
生
常
任
委
員
会
を
行
っ
た
。

議
案
14
件
、
請
願
１
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

厚 生
常任委員会

解
体
撤
去
工
事
請

負
契
約
の
締
結

が
、
企
業
体
を
構
成
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
１
団
体

だ
っ
た
。
入
札
率
に
つ
い
て

は
、
予
定
価
格
を
事
前
公
表

し
て
お
り
、
入
札
の
結
果
、

こ
の
率
に
な
っ
た
。
入
札
を

や
り
直
す
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
。

　
現
在
設
置
し
て
い
て
草

刈
り
等
が
で
き
て
い
な
い
と

こ
ろ
は
、第
17
条
の
指
導
助
言

又
は
勧
告
を
適
用
で
き
る
か
。

　
最
終
的
に
は
指
導
助
言

又
は
勧
告
に
な
る
と
思
う

が
、
第
４
条
第
３
項
に
「
事

業
者
は
太
陽
光
発
電
設
備
及

び
事
業
区
域
の
万
全
な
管
理

を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い

る
。
ま
ず
は
、
そ
の
規
定
に

基
づ
い
て
適
正
な
指
導
等
を

行
っ
て
い
く
。

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
と
き

に
、
市
民
が
こ
の
条
例
が

あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う

か
ど
う
か
だ
と
考
え
る
。

な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数

で
否
決
し
た
。

山
陽
桜
が
丘
清
掃

セ
ン
タ
ー
及
び
最

終
処
分
場
浸
出
水

処
理
施
設

　
共
同
企
業
体
の
説
明
と

出
資
比
率
が
70
％
と
30
％
だ

が
、
工
事
に
ど
の
よ
う
に
関

わ
る
の
か
。

　
工
事
内
容
に

よ
っ
て
分
割
が
困

難
な
工
事
、
一
体

と
し
て
施
工
が
望

ま
れ
る
工
事
に
つ

い
て
は
、
共
同
企

業
体
で
施
工
す

る
。
出
資
比
率
に

応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
企
業
が
工
事
の

内
容
、
役
割
を
分

担
し
、
工
事
主
体

が
構
成
さ
れ
る
。

赤
坂
環
境
セ
ン
タ
ー

太
陽
光
発
電
設
備

の
適
正
な
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る

条
例

　
既
に
で
き
て
い
る
設
備

は
ど
の
よ
う
な
対
応
に
な
る

の
か
。

　

現
在
、
設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

フ
ィ
ッ
ト
法
の
事
業
認
定
の

際
に
、
経
産
省
が
定
め
て
い

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い

て
廃
棄
方
法
等
も
含
め
適
正

に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
捉
え

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
市
で

条
例
を
用
い
て
直
接
指
導
等

を
行
っ
て
い
く
。

修
正
動
議

　
条
例
の
適
用
範
囲
に
つ
い

て
、「
発
電
出
力
20
Ｋ
Ｗ
以

上
の
太
陽
光
発
電
設
備
に
適

用
す
る
。」
を
「
発
電
出
力

10
Ｋ
Ｗ
以
上
の
太
陽
光
発
電

設
備
に
適
用
す
る
。」
に
改

め
る
修
正
案
が
委
員
か
ら
提

出
さ
れ
た
。

委
員
か
ら

・ 
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
す
る

と
、
土
地
の
自
由
な
利
用

を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。

・ 

条
例
が
あ
れ
ば
、
ト
ラ
ブ

ル
が
起
き
た
と
き
に
条
例

に
沿
っ
て
指
導
で
き
る
。

31
年
度

当
初
予
算

一
般
会
計

複合型介護福祉施設（あかいわハートフル太陽）

　
な
ぜ
応
札
が
１
者
の
み

で
、入
札
率
が
99・96
％
と
、

１
０
０
％
に
近
い
入
札
率
に

な
っ
た
の
か
。
入
札
を
や
り

直
す
考
え
は
な
い
の
か
。

　
安
全
、
確
実
な
施
工
お

よ
び
地
元
企
業
へ
の
受
注
を

実
現
で
き
る
応
募
条
件
を
検

討
し
た
結
果
、
業
者
格
付
け

ラ
ン
ク
Ｂ
ま
で
拡
大
し
た

　
保
育
士
臨
時
職
員
の
処

遇
改
善
に
つ
い
て
説
明
を
。

　
担
任
を
持
つ
保
育
士
の

時
給
単
価
、
担
任
を
持
た
な

い
保
育
士
の
時
給
単
価
を
そ

れ
ぞ
れ
80
円
上
げ
る
。
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給
水
戸
数
の
前
年
度
対

比
は
。

　
前
年
度
は
、
１
万
７
１

４
２
戸
で
46
戸
増
を
見
込
ん

で
い
る
。

　

老
朽
管
の
対
策
や
今

後
、
給
水
戸
数
が
減
少
し
て

い
く
中
、
現
在
の
水
道
料
金

を
維
持
す
る
の
は
難
し
い
と

の
認
識
な
の
か
。

　
人
口
減
少
、

使
用
水
量
の
減
少

に
伴
い
、
料
金
収

入
の
減
少
傾
向
が

想
定
さ
れ
る
中
、

使
用
料
の
上
昇
を

抑
え
る
な
ど
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
維

持
向
上
の
た
め
、

現
在
、
経
営
の
効

率
化
等
を
検
討
し

て
い
る
。

３
月
７
日
に
産
業
建
設
常
任
委
員
会
を
行
っ
た
。

議
案
11
件
お
よ
び
請
願
１
件
に
つ
い
て
審
査
し
た
。

産業建設
常任委員会

法
定
外
公
共
物
管

理
条
例
の
一
部
改

正
　
水
上
の
も
の
は
対
象
に

な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
占

用
料
は
。

　
水
上
の
も
の
も
占
用
に

係
る
土
地
を
固
定
資
産
評
価

額
に
換
算
し
て
徴
収
す
る
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
１
０

０
０
分
の
36
を
適
用
す
る
。

道
路
の
残
土
の
流
用
を
見
込

ん
で
い
る
が
、
岡
山
市
の
工

事
予
算
の
関
係
で
工
程
が
変

更
に
な
っ
て
い
る
。
完
成
は

31
年
度
中
を
考
え
て
い
る
。

　
自
動
運
転
実
証
実
験
委

託
料
１
３
０
０
万
円
の
減
額

に
つ
い
て
、
本
委
員
会
で
付

帯
決
議
を
付
け
た
経
緯
も
あ

る
が
、
実
証
実
験
を
中
止
し

た
詳
細
説
明
を
。

　
公
共
交
通
等
の
状
況
の

変
化
を
含
め
て
考
え
た
中
で

事
業
の
実
施
が
困
難
と
判
断

し
た
。
加
え
て
、
国
庫
補
助

の
申
請
を
し
て
い
た
が
不
採

択
と
な
り
、
市
費
だ
け
で
の

実
施
は
困
難
と
判
断
し
た
。

　

災
害
復
旧
費
に
つ
い

て
、
休
日
体
制
は
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

　
年
末
年
始
、
連
休
の
休

日
期
間
の
連
絡
体
制
を
確
立

し
て
い
る
。
ま
た
、
今
後
、

不
測
の
事
態
を
想
定
し
て
、

業
務
に
支
障
が
な
い
よ
う

に
、
従
来
の
１
人
か
ら
２
人

体
制
に
す
る
よ
う
検
討
し
て

い
る
。

　
農
業
振
興
費
の
地
域
お

こ
し
協
力
隊
報
償
費
１
４
１

６
万
円
の
詳
細
説
明
を
。

　
地
産
地
消
の
活
動
お
よ

び
是
里
地
域
で
活
動
中
の
２

名
と
新
し
く
募
集
す
る
是
里

地
域
の
ぶ
ど
う
等
を
活
用
し

た
ワ
イ
ン
造
り
の
活
動
が
３

名
、
地
産
地
消
の
活
動
が
１

名
、
夢
百
笑
を
中
心
と
し
た

仁
美
地
域
の
活
性
化
を
図
る

活
動
が
１
名
の
５
名
で
あ

る
。
合
計
７
名
分
の
報
償
費

で
あ
る
。

　
農
業
振
興
費
の
建
設
工

事
請
負
費
１
１
０
０
万
円
の

説
明
を
。

　
昭
和
58
年
に
建
設
し
た

山
方
研
修
セ
ン
タ
ー
ト
イ
レ

の
水
洗
化
お
よ
び
屋
根
の
改

修
工
事
な
ら
び
に

平
成
６
年
に
建
設

し
た
吉
井
き
の
こ

館
の
ト
イ
レ
の
水

洗
化
で
あ
る
。

　
商
工
会
補
助

金
１
６
２
０
万
円

に
つ
い
て
、
一
部

岡
山
市
内
の
事
業

者
も
含
ま
れ
て
い

る
が
、
補
助
金
の

交
付
方
法
の
説
明

を
。

　
赤
磐
市
内
の
事
業
者
の

割
合
を
勘
案
し
て
支
出
し
て

い
る
。

　
企
業
誘
致
奨
励
金
５
８

７
１
万
円
は
ど
の
よ
う
な
企

業
が
対
象
に
な
る
の
か
。

　
市
内
の
公
的
団
地
用
地

も
し
く
は
民
有
地
を
取
得
ま

た
は
賃
借
し
、
製
造
工
場
等

を
建
設
し
、
操
業
を
開
始
し

た
企
業
に
対
し
、
固
定
資
産

税
相
当
額
を
５
年
間
交
付
す

る
制
度
で
あ
る
。

五
日
市
、
津
崎
、
西
中
の
汚

水
管
渠
埋
設
工
事
、
西
中
汚

水
幹
線
建
設
工
事
、
桜
が
丘

東
汚
水
測
量
調
査
詳
細
設
計

を
予
定
し
て
い
る
。
補
助
金

の
交
付
状
況
は
、
年
々
減
少

し
て
い
る
が
、
効
率
的
に
進

め
て
い
く
。

30
年
度

補
正
予
算

一
般
会
計

　
就
農
等
支
援
セ
ン
タ
ー

整
備
事
業
の
繰
越
に
つ
い

て
、
農
業
戦
略
の
見
直
し
、

公
共
残
土
の
搬
出
工
程
の
変

更
と
の
説
明
だ
が
、
い
つ
頃

を
目
指
し
て
い
る
の
か
。

　
見
直
し
に
つ
い
て
は
、

31
年
度
中
の
完
了
。
公
共
残

土
に
つ
い
て
は
、
美
作
岡
山

下水道工事の様子

31
年
度

当
初
予
算

一
般
会
計

　
浄
化
槽
整
備
事
業
補
助

金
２
１
６
０
万
円
に
つ
い

て
、
何
基
を
予
定
し
て
い
る

の
か
。

　
47
基
予
定
し
て
い
る
。

山方研修センター

下
水
道
事
業

特
別
会
計

　
工
事
予
定
と
補
助
金
の

状
況
は
。

　
穂
崎
、
沼
田
、
二
井
、

水
道
事
業
会
計
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耐
震
化
に
よ
り

利
用
し
や
す
く
な
る
よ
う
検
討
す
る

問答 本
庁
舎
等
公
共
施
設
の

　
　
　
　
耐
震
化
に
つ
い
て

北川勝義議員

　
12
月
議
会
で
質
問
し
た

公
共
交
通
網
の
整
備
に
つ
い

て
の
進
捗
状
況
は
。

　
「
赤
磐
市
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
改
訂
と

あ
わ
せ
て
、
市
の
玄
関
口
と

な
る
公
共
交
通
の
結
節
点
と

し
て
の
機
能
を
含
む
「
道
の

駅
」「
ま
ち
の
駅
」
の
整
備

を
最
優
先
で
取
り
組
む
。
ま

た
、「
美
作
岡
山
道
路
」
を

活
用
し
た
地
域
活
性
化
策
を

検
討
す
る
。

　
本
庁
舎
や
支
所
、
お
よ

び
公
民
館
の
耐
震
化
に
つ
い

て
。

　
本
庁
舎
は
耐
震
化
に
よ

り
市
民
が
利
用
し
や
す
く
憩

え
る
場
所
と
な
る
よ
う
改
修

を
進
め
る
。
支
所
に
つ
い
て

は
、
本
庁
と
支
所
の
役
割
を

見
直
し
、
組
織
・
ハ
ー
ド
両

面
か
ら
あ
り
方
を
検
討
す

る
。
公
民
館
に
つ
い
て
は
、

本
庁
舎
と
同
様
に
耐
震
補
強

工
事
に
よ
り
、
今
後
約
30
年

程
度
の
使
用
が
可
能
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
市
民
ホ
ー

ル
に
つ
い
て
は
必
要
性
を
認

識
し
て
い
る
が
、
利
用
率
な

ど
含
め
慎
重
に
検
討
す
る
。

　
広
域
観
光
へ
の
取
り
組

み
が
低
調
で
は
な
い
か
。

　
東
備
広
域
観
光
推
進
協

議
会
や
「
吉
井
川
流
域
Ｄ
Ｍ

Ｏ
」、
日
本
遺
産
に
認
定
さ

れ
た
「
桃
太
郎
伝
説
」
の
生

ま
れ
た
ま
ち
な
ど
を
生
か

し
、
連
携
し
て
取
り
組
む
。

　
佐
伯
北
診
療
所
に
導
入

し
た
Ｃ
Ｔ
の
稼
働
状
況
お

よ
び
Ｍ
Ｒ
Ｉ
導
入
計
画
に

つ
い
て
。

　
本
年
度
４
月
か
ら
本

格
稼
動
し
、
１
月
末
ま
で

で
約
３
５
０
件
。
Ｍ
Ｒ
Ｉ

に
つ
い
て
も
必
要
性
は
十

分
理
解
し
て
い
る
が
、
導

入
に
係
る
財
源
や
維
持
管

理
経
費
等
も
含
め
し
っ
か

り
と
検
討
す
る
。

　
赤
坂
タ
ン
チ
ョ
ウ
セ

ン
タ
ー
の
跡
地
利
用
に
つ
い

て
。

　
赤
坂
運
動
公
園
、
岡
山

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
玄
関
口
と
し

て
、
地
元
と
協
議
し
な
が
ら

活
用
方
法
を
検
討
す
る
。

　
ゴ
ミ
焼
却
、
収
集
、
管

理
、最
終
処
分
場
に
つ
い
て
。

　
環
境
セ
ン
タ
ー
の
運
転
、

収
集
業
務
の
さ
ら
な
る
安
全

性
や
低
コ
ス
ト
化
が
図
れ
る

よ
う
業
者
提
案
を
募
集
し
て

い
る
。
最
終
処
分
場
は
引
き

続
き
地
元
と
協
議
を
進
め
る
。Ｘ線ＣＴ撮影装置

表紙のひとこと

美作岡山道路開通式
　３月24日に美作岡山道路（地域高規格道路）の瀬戸 IC ～吉井 IC 間の開通式が盛大に開催され
ました。
　今後、市民の利便性の向上と共に地域活性化に繋がっていくと期待されます。

問質般一

市の考えを問う
12人の議員が登壇し市の考えをただしました。

一般質問のページは質問した議員本人の原稿に基づいています。
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いっぱん質問

問

問

答

答

「ホッケーのまち赤磐」の
　　　　　　　取り組みは

水道事業の民営化を
　　　　　　　進めるのか

市の魅力向上、地域活性化に
　　　つながるよう推進する

水道料金を上げないため、
　　 　　民間委託を検討

治徳義明議員

原田素代議員

図
る
た
め
に
は
、ホ
ス
ト
タ
ウ

ン
の
取
り
組
み
が
必
要
で
は

③
子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
は
。

　
①
８
月
４
日
か
ら
14
日

に
か
け
て
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド

女
子
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ
ン

プ
を
計
画
し
て
い
る
②
国
に

ホ
ス
ト
タ
ウ
ン
の
登
録
申
請

を
し
て
い
る
③
ト
ッ
プ
ア
ス

リ
ー
ト
に
触
れ
合
う
機
会
を

設
け
る
。

　
小
中
学
生
の
ホ
ッ
ケ
ー

競
技
の
活
動
が
活
発
で
あ

り
、
ま
た
、
過
去
に
熊
山
の

多
目
的
広
場
で
、
全
国
規
模

の
大
会
が
何
度
も
開
催
さ
れ

て
い
る
。

　
つ
ま
り
、市
に
は
ホ
ッ
ケ
ー

競
技
の
歴
史
や
伝
統
が
あ
る
。

ま
た
、
改
修
し
た
多
目
的
広

場
を
事
前
キ
ャ
ン
プ
の
一
過

性
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
な
く

最
大
限
に
活
用
し
て
い
く
責

任
も
あ
る
。積
極
的
に「
ホ
ッ

ケ
ー
の
ま
ち
赤
磐
」
の
取
り

組
み
を
推
進
す
べ
き
で
は
。

　
県
は
す
で
に
16
年
11
月

か
ら
水
道
事
業
の
広
域
連
携

の
検
討
を
進
め
て
い
る
。
進

捗
状
況
は
。

　
市
は
県
南
東
部
で
岡
山

市
を
含
め
、
広
域
企
業
団
を

含
め
た
６
団
体
で
構
成
さ
れ

た
検
討
会
で
、
広
域
連
携
を

や
っ
て
い
く
上
で
経
営
の
効

率
化
を
目
指
し
、
課
題
整
理

し
て
い
る
。

　
広
域
連
携
の
デ
メ
リ
ッ

ト
は
、
自
治
体
の
事
業
会
計

が
広
域
組
合
と
い
う
別
の
組

織
に
変
わ
る
の
で
、
赤
字
が

　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
果
た

す
役
割
は
、
健
康
の
増
進
や

体
力
の
向
上
に
と
ど
ま
ら

ず
、
地
域
社
会
の
再
生
や
地

域
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
が

る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ス

ポ
ー
ツ
を
活
用
し
た
ま
ち
づ

く
り
を
積
極
的
に
推
進
す
べ

き
で
あ
る
。
今
回
は
、
市
で

盛
ん
な
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
に
つ

い
て
聞
く
。

①
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
事
前
キ
ャ
ン

プ
誘
致
の
状
況
は
②
人
的
、

経
済
的
、
文
化
的
な
交
流
を

し
て
、
採
用
試
験
を
行
っ
て

確
保
に
努
め
る
。

　
な
ぜ
保
育
士
が
や
め
て

い
く
の
か
。
障
害
児
が
い
て

も
、
加
配
も
な
い
。
目
が
離

せ
な
い
か
ら
保
育
士
は
片
手

で
抱
き
な
が
ら
保
育
を
し
て

い
る
。
保
育
士
の
業
務
は
、

飾
り
物
を
作
り
、
行
事
の
予

定
を
こ
な
し
、
休
憩
は
取
れ

ず
、残
業
は
家
に
持
ち
帰
る
、

残
業
申
請
も
し
に
く
い
。

　

今
求
め
ら
れ
て
い
る
の

は
、
適
切
な
職
員
配
置
、
休

憩
は
取
っ
て
、
残
業
は
な
く

す
。
保
育
士
が
子
ど
も
と
向

き
合
っ
て
、
本
来
の
保
育
に

専
念
で
き
る
保
育
方
針
に
変

え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

指
摘
が
本
当
な
ら
残

念
。し
か
し
、私
は
そ
う
思
っ

て
い
な
い
。
働
き
や
す
い
環

境
に
努
め
る
。

見
え
な
く
な
り
、
な
く
な
っ

た
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
。

か
え
っ
て
直
営
よ
り
経
費
が

膨
ら
み
、
広
域
化
し
て
も
よ

く
な
る
は
ず
は
な
い
。
そ
れ

よ
り
自
主
水
源
を
確
保
し
、

各
地
区
単
位
で
水
道
を
シ
ェ

ア
す
れ
ば
、
長
い
水
道
管
の

工
事
は
不
要
で
お
い
し
い
水

が
利
用
で
き
る
。

　
水
源
管
理
の
課
題
が
あ

り
、
管
理
体
制
の
確
保
が
課

題
で
あ
る
。

保
育
士
の
退
職
が
９

人
に

　
泣
き
な
が
ら
上
司

に
保
育
の
職
場
環
境
を

改
善
し
て
ほ
し
い
と
訴

え
る
保
育
士
が
た
く
さ

ん
い
る
。
こ
の
結
果
、

有
能
な
保
育
士
が
市
か

ら
多
く
流
出
し
て
い
る

こ
と
に
ど
う
対
策
を
打

つ
の
か
。

　
保
育
士
不
足
に
対

　
ホ
ッ
ケ
ー
競
技
は
、
市

の
特
色
、
特
長
と
捉
え
、
市

の
魅
力
向
上
や
地
域
活
性
化

に
つ
な
が
る
よ
う
推
進
す
る
。

山
陽
団
地
活
性
化
に

つ
い
て

　
昨
年
、
山
陽
団
地
等
の

活
性
化
を
目
的
と
し
て
「
多

様
な
世
代
が
循
環
す
る
ま
ち

へ
」
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
た

基
本
構
想
が
で
き
上
が
っ

た
。
①
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
、

確
実
に
効
果
的
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
②

県
営
住
宅
の
再
開
発
は
③
団

地
活
性
化
サ
ポ
ー
ト
制
度
の

取
り
組
み
は
。

　
①
ま
ち
づ
く
り
組
織
の

設
置
も
含
め
て
、
地
元
と
協

議
を
重
ね
検
討
を
進
め
る
②

県
有
地
の
一
部
取
得
に
向
け

て
調
整
中
で
あ
る
③
議
論
を

進
め
る
。

保育の風景

全日本ホッケー選手権大会の様子
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いっぱん質問

問

答

子育て世代の
　　　　国保税の引き下げを

国保の負担軽減は非常に重要

問

答

地元、赤磐に
どうしたら高校ができるのか

市民は瀬戸高校が
地元の高校との認識である

永徳省二議員

福木京子議員

れ
て
い
る
人
の
負
担
を
軽
減

で
き
る
よ
う
、研
究
し
て
い
く
。

市
内
に
あ
る
べ
き
施

設
に
つ
い
て

　
合
併
し
て
14
年
が
経
過

す
る
が
、
県
立
高
校
、
公
立

高
校
、
警
察
署
、
税
務
署
、

郵
便
局
の
本
局
、
最
終
処
分

場
、
火
葬
場
、
公
共
墓
地
、

市
民
ホ
ー
ル
、
市
民
病
院
、

こ
れ
ら
の
重
要
施
設
が
な

い
。
市
長
は
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

を
持
っ
て
い
る
の
か
。

　

最
終
処
分
場
や
火
葬

場
、
公
共
墓
地
は
周
辺
住
民

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
、
賛
同
が

極
め
て
重
要
と
考
え
る
。
市

民
ホ
ー
ル
、
病
院
は
投
資
の

効
果
、
活
用
度
合
い
も
大
き

な
要
因
と
思
う
。

　
高
い
国
保
税
対
策
で
全

国
的
に
子
育
て
世
代
へ
の
均

等
割
の
減
額
や
廃
止
の
施
策

が
広
が
っ
て
い
る
。
市
の
40

歳
以
下
の
均
等
割
は
１
人
３

万
９
０
０
円
で
廃
止
す
る
と

子
育
て
支
援
に
な
る
。
高
校

生
以
下
を
廃
止
す
れ
ば
約
２

４
０
０
万
で
で
き
る
。
国
に

制
度
と
し
て
要
望
し
な
が

ら
、
市
も
独
自
に
均
等
割
の

廃
止
を
し
て
は
ど
う
か
。

　
国
保
の
負
担
軽
減
は
非

常
に
重
要
と
考
え
て
い
る
。

整
え
て
い
く
。

循
環
バ
ス
休
止
の
代

替
案
は

　
循
環
バ
ス
の
休
止
で
市

民
の
心
配
は
大
き
い
。
代
替

案
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
乗
車
率
が
低
い
と
い
う

現
状
か
ら
、
民
間
事
業
者
に

こ
れ
以
上
申
し
上
げ
る
こ
と

は
難
し
い
。協
議
は
重
ね
る
。

免
許
返
納
者
に
タ
ク

シ
ー
券
の
交
付
を

　
車
の
免
許
返
納
者
に
タ

ク
シ
ー
券
を
交
付
し
て
、
交

通
の
便
を
図
る
べ
き
だ
。

　
返
納
後
に
公
共
交
通
の

利
用
へ
の
動
機
づ
け
と
な
る

施
策
は
必
要
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
均
等
割
の
廃
止
を

実
施
し
た
場
合
、
財
政
負
担

が
国
保
財
政
に
影
響
を
及
ぼ

し
、
保
険
事
業
等
の
縮
小
も

や
む
を
得
な
く
な
る
の
で
、

慎
重
に
検
討
し
て
い
く
。

学
校
給
食
は
直
営
で

す
べ
き

　
調
理
部
門
な
ど
一
部
民

営
化
し
て
も
年
間
約
５
０
０

万
円
の
経
費
削
減
で
あ
る
。

保
護
者
へ
の
説
明
も
人
数
制

限
を
し
て
不
十
分
で
あ
り
、

心
配
や
疑
問
を
多
く
持
っ

て
い
る
。
も
っ
と
丁
寧
な

説
明
と
意
見
を
聞
く
べ
き

だ
。
保
護
者
が
熱
心
に
議

会
を
毎
回
傍
聴
さ
れ
、
直

営
方
式
を
望
ん
で
い
る
。

　
説
明
が
不
十
分
な
ら

引
き
続
き
丁
寧
に
行
っ
て

い
く
。調
理
に
つ
い
て
は
、

従
来
の
方
式
と
大
き
く
変

わ
る
も
の
で
は
な
い
。
災

害
時
の
給
食
提
供
体
制
は

施
政
方
針
に
つ
い
て

　
新
た
な
都
市
拠
点
整
備

の
進
捗
状
況
は
。

　
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
見
直
し
を
図
っ
て
い

る
。

　

事
前
キ
ャ
ン
プ
で

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
女
子

ホ
ッ
ケ
ー
チ
ー
ム
の
誘
致
の

可
能
性
は
。

　
内
諾
を
得
て
い
る
。

　
市
役
所
本
庁
舎
は
、
耐

震
化
で
決
定
し
て
い
る
の
か
。

　
決
定
と
い
う
つ
も
り
で

あ
る
。

精
神
障
害
者
に
対
す

る
対
応
に
つ
い
て

　
医
療
費
負
担
を
精
神
科

以
外
も
１
割
負
担
に
す
べ
き

と
思
う
が
。

　
財
政
負
担
が
大
き
く
、

慎
重
に
判
断
す
る
。

　
保
護
者
家
族
が
集
う
場

所
が
あ
る
の
か
。

　
障
害
を
持
っ
て
い
る
人

の
重
度
化
あ
る
い
は
高
齢

化
、
緊
急
時
の
対
応

等
の
必
要
な
機
能
を

備
え
た
地
域
生
活
拠

点
施
設
の
整
備
を
目

指
し
た
い
。

　
精
神
科
の
医
療

施
設
を
誘
致
し
た
ら

ど
う
か
。

　
直
ち
に
市
内
に

精
神
科
医
療
施
設
を

誘
致
す
る
こ
と
は
困

難
、
市
外
に
通
院
さ

本庁舎耐震パース図

学校給食調理場の風景
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いっぱん質問

問

問

答

答

市周辺の地域活性化について

行財政改革の進め方は

参考意見として考えていく

組織力を高めることが究極の行革。
　　　　　 　まずは人材育成から

保田　守議員

大口浩志議員

の
専
門
部
局
を
作
り
、
地
域

住
民
と
一
体
感
を
創
出
し

て
、
人
が
集
ま
る
場
所
を
作

る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
地
域
の
声
を
吸
い
上
げ

て
行
政
に
反
映
し
、
そ
れ
が

地
域
の
活
性
化
に
繋
が
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。

　
大
切
な
こ
と
は
、
市
民
が

混
乱
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て

市
民
サ
ー
ビ
ス
が
継
続
的
に

提
供
で
き
る
と
い
う
こ
と
が

最
も
重
要
で
あ

る
。
そ
こ
に
重

点
を
置
き
な
が

ら
参
考
意
見
と

し
て
考
え
て
い

く
。

道
の
駅
実
現

に
つ
い
て

　
道
の
駅
の

計
画
が
示
さ
れ

て
す
で
に
２
年

以
上
経
過
し
て

い
る
。
市
民
か

防
災
に
つ
い
て

　
職
員
数
が
減
る
中
で
市

内
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
伝

え
て（
教
育
し
て
）い
く
の
か
。

　

市
内
の
状
況
を
理
解

し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
に
努
め

る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部

署
で
検
討
し
て
い
く
。

　
水
災
保
険
の
啓
発
は
。

　
広
報
し
て
い
く
。

　
避
難
す
る
手
段
と
し
て

の
福
祉
車
両
の
利
用
は
。

　
「
避
難
す
る
」
こ
と
の

啓
発
と
合
わ
せ
て
取
り
組
ん

　
市
の
周
辺
地
域
は
、
過

疎
化
が
進
み
弱
体
化
し
て
い

る
。
周
辺
地
域
の
人
に
聞
い

て
も
「
う
ち
の
地
域
に
は
何

も
な
い
」
と
言
う
意
見
を
よ

く
聞
く
。
周
辺
の
地
域
に
人

が
集
ま
る
よ
う
な
施
策
が
必

要
で
は
な
い
か
。
各
支
所
に

行
政
機
関
を
分
散
し
て
は
ど

う
か
。
例
え
ば
熊
山
支
所
に

は
教
育
委
員
会
を
移
し
、
市

の
教
育
に
関
す
る
こ
と
は
、

熊
山
支
所
よ
り
発
信
し
て
も

ら
う
。
ま
た
、
吉
井
地
域
に

は
過
疎
化
対
策
・
農
業
対
策

生
ま
れ
る
と
考
え
る
。

　
一
般
質
問
そ
の
後
に

つ
い
て

　
給
食
の
献
立
表
の
オ
ー

プ
ン
化
は（
30
年
６
月
議
会
）

　
市
民
の
健
全
な
食
生
活

の
推
進
に
つ
な
が
る
と
考
え

る
。
２
月
の
献
立
表
か
ら
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
。
今
後
は
レ
シ
ピ
や

食
育
に
つ
な
が
る
記
事
も
載

せ
た
い
。

　
防
災
を
踏
ま
え
て
、
井

戸
水
の
検
査
は
（
30
年
６
月

議
会
）

　
災
害
時
の
水
確
保
の
有

効
な
手
段
で
あ
り
、
先
進
事

例
の
研
究
を
行
っ
て
い
く
。

で
い
く
。

行
財
政
改
革
に
つ
い
て

　
新
し
い
切
り
口
の
取
り

組
み
は
。

　

歳
出
削
減
の
み
な
ら

ず
、
歳
入
確
保
と
い
う
視
点

も
大
切
に
、
赤
磐
と
し
て
新

た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
手

法
も
検
討
し
て
い
く
。

　
天
守
閣
ま
た
は
天
守
閣

か
ら
見
え
る
景
色
も
重
要
で

は
あ
る
が
、
足
元
の
石
垣
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
重
要
で
は
。

　
執
行
部
が
組
織
力
を
高

め
る
こ
と
が
究
極
の
行
革
。

ま
ず
は
人
材

育
成
。
職
員

お
の
お
の
が

知
識
を
広

め
、
見
識
を

広
げ
る
こ

と
。
そ
れ
に

よ
っ
て
豊
か

な
ア
イ
デ

ア
、
発
想
が

ら
「
計
画
は
ど
こ
ま
で
進
ん

で
い
る
の
か
。
い
つ
で
き
る

の
か
。」と
い
う
声
を
聞
く
。

完
成
の
目
途
は
い
つ
か
。

　
赤
磐
市
都
市
計
画
審
議

会
に
お
い
て
、
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
を
審

議
し
て
い
る
の
で
、
同
新
拠

点
に
お
け
る
交
通
の
結
節
点

や
、
そ
の
他
の
施
設
に
つ
い

て
も
市
民
と
意
見
交
換
し

て
、
共
に
検
討
し
て
い
く
場

所
を
設
け
て
い
き
た
い
。
今

後
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ

く
手
続
き
を
順
次
進
め
て
い

く
。

給食の献立表（スマートフォンでの表示）

熊山支所
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いっぱん質問

問

答

暴力団逮捕事件は
　　　　これで終わったのか

判別でき次第
　　　しっかりと報告する

問

答

新しい工業団地を
　　　積極的に整備すべきだ

31年度に
　　立地調査を行っていく

佐藤　武議員

下山哲司議員

庁
舎
内
へ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ

設
置
に
つ
い
て

　
庁
舎
を
訪
問
す
る
市
民

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
た
め
、
公

共
料
金
・
税
等
の
支
払
い
が

ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
Ａ
Ｔ
Ｍ

の
設
置
を
金
融
機
関
に
働
き

か
け
て
は
ど
う
か
。

　

設
置
費
用
は
機
械
や

ブ
ー
ス
設
置
な
ど
、
概
算
で

１
０
０
０
万
円
、
ラ
ン
ニ
ン

グ
コ
ス
ト
が
８
０
０
万
円
か

ら
１
２
０
０
万
円
で
あ
る
。

銀
行
業
界
全
体
で
は
、
経
営

効
率
化
に
よ
る
コ
ス
ト
削
減

を
図
っ
て
い
る
が
、
市
と
し

て
は
設
置
を
希
望
す
る
金
融

機
関
が
あ
れ
ば
そ
の
時
点
で

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
新
暴
対
法
に
沿
っ
た
対

応
が
で
き
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
。

　
再
発
防
止
に
つ
い
て
、

ど
う
い
う
対
応
が
あ
る
の
か

関
係
機
関
と
協
議
し
な
が

ら
、
し
っ
か
り
と
対
応
し
て

い
く
。

　
Ａ
社
Ｂ
社
に
対
し
て
、

新
暴
対
法
の
対
応
が
で
き
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
請
負
業
者
あ
る
い
は
、

入
札
に
参
加
し
た
業
者
、
市

の
指
名
資
格
を
持
っ
て
い
る

　

県
と
も
調
整
し
て
い

る
。
県
に
つ
い
て
は
、
水
利

関
係
者
の
意
向
が
第
一
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中

で
地
元
と
し
っ
か
り
調
整
す

る
。

　
現
状
調
査
が
で
き
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
水
理
計
算
、
水
位
が
ど

う
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

詳
し
い
河
川
デ
ー
タ
を
岡
山

県
が
持
っ
て
い
る
の
で
尋
ね

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
対
応

し
て
い
き
た
い
。

業
者
等
が
暴
力
団
と
の
関
わ

り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
厳
重
に
処
分
等
の
対

応
が
必
要
で
あ
る
。
対
応
す

る
こ
と
を
約
束
す
る
。

　
砂
川
の
固
定
堰
は
今
後

ど
う
な
る
の
か
。

　
河
川
管
理
者
で
あ
る
岡

山
県
、
ま
た
水
利
関
係
者
と

情
報
を
共
有
し
な
が
ら
、
防

災
面
も
踏
ま
え
て
利
水
環
境

の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く
。

　
費
用
は
災

害
面
を
考
え
れ

ば
、
市
が
持
て

ば
よ
い
の
で
は

な
い
か
。

　
地
元
負
担

を
市
で
負
担
す

る
と
い
う
こ
と

を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。

　
水
利
慣
行

改
変
に
伴
う
、

不
安
に
つ
い
て

ど
う
考
え
る
か
。

　
人
を
増
や
す
た
め
に
は

就
労
の
場
が
必
要
だ
。
美
作

岡
山
道
路
沿
線
に
、
将
来
を

見
越
し
た
工
業
団
地
の
整
備

を
積
極
的
に
進
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
立
地
調
査
に
つ

い
て
も
早
急
に
結
果
を
出

し
、
適
地
確
保
を
急
ぐ
べ
き

だ
。

　
市
の
工
業
団
地
は
完
成

を
待
た
ず
に
企
業
が
決
定
し

て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　
美
作
岡
山
道
路
沿
線
へ
の

工
業
団
地
整
備
は
有
効
な
話

で
あ
る
。
立
地
場
所
の
調
査

を
加
速
し
、
そ
の
結
果
と
し

て
実
現
に
努
力
し
て
い
く
。

乳
が
ん
検
診
（
超
音

波
）
に
つ
い
て

　
初
め
て
の
超
音
波
検
診

状
況
と
今
後
の
取
り
組
み
方

針
に
つ
い
て
。

　
新
規
事
業
と
し
て
30
歳

以
上
39
歳
以
下
の
女
性
に
２

月
22
日
か
ら
３
月
１
日
ま
で

超
音
波
集
団
検
診
を
行
っ

た
。
１
８
０
人
の
定
員
に
対

し
、
１
６
６
人
の
希
望
が

あ
っ
た
。
27
年
度
の
視
触
検

診
に
比
べ
66
人
の
増
加
と

な
っ
て
い
る
。（
検
診
の
結

果
に
つ
い
て
は
実
施
中
で
あ

り
、報
告
が
で
き
な
か
っ
た
。）

　
今
後
の
方
針
と
し
て
は
、

健
康
教
育
や
受
診
勧
奨
へ
の

取
り
組
み
を
進
め
る
。

　
放
射
線
被
ば
く
も
な
く
、

痛
み
も
少
な
い
検
査
と
し
て

積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
。

美作・岡山道路（一部）開通式

河川工事
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いっぱん質問

問

問

答

答

保育園の待機児童解消に
　　　向けての取り組みは

新市建設計画の
　総決算が必要ではないか

保育士確保に向けて
取り組みを強化し進める

総合計画の成果として
　　　　　　　公表する

大森進次議員

行本恭庸議員

き
続
き
確
保
を
進
め
る
。

　
私
立
園
は
半
数
以
上
の
園

で
定
員
を
超
え
て
の
受
け
入

れ
に
対
応
し
、
必
要
数
の
保

育
士
の
確
保
が
で
き
て
い
る

状
況
で
あ
る
。

　

保
育
士
確
保
に
向
け

て
、
処
遇
改
善
に
取
り
組
む

と
あ
る
が
具
体
的
に
は
。
ま

た
新
し
く
取
り
組
む
こ
と
は

あ
る
の
か
。

　
公
立
園
の
臨
時
職
員
賃

金
の
引
き
上
げ
を
行
い
、
県

の
保
育
士
・
保
育
所
支
援
セ

ン
タ
ー
と
連
携
を
と
り
、
潜

在
保
育
士
の
掘
り
起
し
、
就

業
の
支
援
強
化
を
行
う
。

　
桜
が
丘
中
央
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
進
捗
状
況
に

つ
い
て
、
12
月
議
会
の
答
弁

で
周
辺
地
と
の
交
換
、
所
有

者
と
の
協
議
・
意
見
交
換
の

そ
の
後
、
市
民
と
連
携
し
協

力
す
る
会
議
等
の
開
催
は
、

ど
こ
ま
で
話
が
進
ん
で
い
る

か
。

新
市
建
設
計
画

　
合
併
時
、
市
が
進
ん
で

い
く
方
向
性
と
し
て
、
新
市

建
設
計
画
が
平
成
17
年
度
か

ら
15
年
間
で
策
定
さ
れ
た
。

市
民
は
期
待
し
て
い
た
。
３

人
の
市
長
で
か
じ
取
り
を
し

て
き
た
。
期
待
に
応
え
る
こ

と
が
本
当
に
で
き
た
の
か
。

昨
年
、
急
に
降
っ
て
湧
い
た

よ
う
な
自
動
運
転
を
初
め
、

市
長
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ば

か
り
が
目
立
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
て
仕
方
が
な
い
。
本

　
30
年
度
の
待
機
児
童
は
。

　
２
月
末
現
在
で
11
人
と

な
っ
て
い
る
が
、
31
年
度
４

月
時
点
で
は
解
消
さ
れ
る
見

通
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
年

度
途
中
で
待
機
児
童
の
発
生

が
危
惧
さ
れ
る
。

　
待
機
児
童
の
解
消
に
は

保
育
士
の
確
保
が
必
要
だ

が
、
31
年
度
は
公
立
園
・
私

立
園
で
確
保
で
き
て
い
る
の

か
。

　
公
立
園
は
最
低
基
準
上

の
配
置
に
至
っ
て
い
る
が
、

十
分
と
は
言
え
な
い
の
で
引

論
し
て
い
る
。
引
き
続
き
、

市
民
の
期
待
に
応
え
る
べ

く
、
政
策
実
現
に
向
け
た
さ

ま
ざ
ま
な
事
業
を
実
施
し
、

総
合
計
画
の
成
果
と
し
て
公

表
し
て
い
く
。

　
新
市
建
設
計
画
が
引
き

継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解

で
き
る
。
ど
こ
が
ど
の
よ
う

に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か

は
読
み
取
れ
な
い
。
市
民
に

も
理
解
さ
れ
、
協
力
さ
れ
る

具
体
的
な
計
画
を
つ
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

市
長
は
ど
う
思
う
か
。

　
第
２
次
赤
磐
市
総
合
計

画
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く
り

審
議
会
等
が
構
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、
新

市
建
設
計
画
の
残
り
の
事
業

等
に
つ
い
て
、
進
捗
等
を
議

論
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

当
に
必
要
な
問
題
が
先
送
り

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
新
市
建
設
計
画
を
総
決

算
し
て
、
市
民
へ
公
表
が
必

要
と
思
う
が
、
市
長
の
考
え

を
聞
く
。

　
新
市
建
設
計
画
は
、
合

併
前
に
赤
磐
地
域
合
併
協
議

会
に
よ
り
策
定
さ
れ
た
。
平

成
26
年
度
の
地
域
審
議
会
の

解
散
後
、
新
市
建
設
計
画
の

実
現
に
つ
い
て
は
、
第
２
次

赤
磐
市
総
合
計
画
が
引
き
継

ぐ
。
ま
ち
づ
く
り
審
議
会
な

ど
に
お
い
て
、
現
在
で
も
議

　
周
辺
地
の
交
換
は
、
桜

が
丘
西
５
丁
目
の
民
間
所
有

地
と
桜
が
丘
西
８
丁
目
お
よ

び
桜
が
丘
東
１
丁
目
の
市
有

地
を
候
補
地
と
し
て
含
め
て

協
議
を
進
め
て
い
る
。
所
有

者
と
は
今
後
も
丁
寧
な
説
明

を
行
い
、
事
業
を
慎
重
に
進

め
て
い
く
。
地
域
住
民
を
含

め
市
民
と
連
携
、
協
力
を
し

な
が
ら
積
極
的
で
活
発
な
意

見
が
出
る
会
議
を
行
い
た
い
。

　
児
童
虐
待
に
つ
い
て
市

の
現
状
は
。

　
29
年
度
の
通
報
件
数
は

37
件
で
、
虐
待
相
談
と
し
て

は
13
件
。
虐
待
案
件
は
子
ど

も
の
安
否
確
認
を
行
い
、
関

係
機
関
や
児
童
相
談
所
と
連

携
し
て
、
保
護
者
や
家
庭
の

指
導
に
当
た
っ
た
。

第２次赤磐市総合計画

佐伯北保育園
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いっぱん質問

問

答

観光案内看板が
　　　　　不親切ではないか

分かりやすい表示となるよう
　　　　　　　　努めていく

佐藤武文議員

体
育
施
設
は
整
っ
て

い
る
か

　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
境
に

い
ろ
ん
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技

人
口
が
増
え
る
傾
向
に
必
ず

あ
る
。
市
に
お
い
て
、
大
会

が
誘
致
で
き
る
体
育
施
設
が

必
要
で
は
な
い
か
。

　
競
技
水
準
の
向
上
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
整

備
や
運
用
の
改
善
を
行
う
。

学
力
向
上
の
成
果
は

　
学
力
向
上
の
取
り
組
み

は
一
過
性
の
課
題
で
あ
っ
た

の
か
、成
果
に
つ
い
て
聞
く
。

　
学
習
環
境
の
整
備
に
最

大
限
の
努
力
を
行
い
、
各
種

の
取
り
組
み
で
大
き
な
成
果

が
上
が
っ
て
い
る
。

　
観
光
に
力
を
注
い
で
い

る
が
、
観
光
地
へ
の
案
内
看

板
が
少
な
す
ぎ
て
、
観
光
客

に
不
親
切
で
は
な
い
か
。

　
観
光
施
設
へ
の
案
内
看

板
の
必
要
性
を
感
じ
て
い

る
。
分
か
り
や
す
い
表
示
と

な
る
よ
う
に
努
め
て
い
く
。

残
さ
れ
た
任
期
の
課

題
は

　
市
長
に
就
任
し
て
６
年

が
経
過
し
た
が
、
何
を
や
っ

た
の
か
厳
し
い
意
見
も
聞
い

て
い
る
。
残
さ
れ
た
任
期
の

課
題
は
何
で
、
将
来
の
市
の

ま
ち
づ
く
り
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

　
企
業
誘
致
を
中
心
に
、

福
祉
の
充
実
・
学
力
向
上
な

ど
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
快

適
に
住
み
続
け
ら
れ
る
事
業

に
取
り
組
む
。

ど
の
よ
う
に
生
か
す

の
か

　
県
道
岡
山
吉
井
線
へ
、

地
域
間
を
結
ぶ
循
環
道
路
の

必
要
性
は
な
く
な
っ

た
の
か
。
ア
ク
セ
ス

道
路
は
必
要
で
は
な

い
か
。

　
市
の
将
来
の
ま

ち
づ
く
り
に
道
路
整

備
は
き
わ
め
て
重
要

で
、
優
先
す
る
と
こ

ろ
は
ど
こ
か
、
見
つ

め
な
お
し
た
い
。

観光案内看板

　
議
会
の
会
議
は
市
民
に
公
開
さ
れ
、
ど
な
た
で
も
自
由
に
傍
聴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
市
政
の
動
き
や
議
員
が
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
る

か
を
知
る
た
め
に
も
ぜ
ひ
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

○
公
開
し
て
い
る
会
議

・
本
会
議

・
議
会
運
営
委
員
会　

・
総
務
文
教
常
任
委
員
会

・
厚
生
常
任
委
員
会

・
産
業
建
設
常
任
委
員
会

・
議
会
基
本
条
例
特
別
委
員
会

・
議
会
改
革
検
討
委
員
会

・
議
会
全
員
協
議
会

※�

会
議
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
赤
磐
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
い
た
だ

く
か
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
会
議
を
傍
聴
す
る
に
は

　
赤
磐
市
役
所
３
階
の
議
会
事
務
局
に
お
い
て
、
傍
聴
の
受
付
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

※�

本
会
議
に
つ
い
て
は
、
午
前
８
時
30
分
か
ら
、
そ
の
他
の
会
議
に
つ
い
て

は
、
会
議
開
始
時
間
の
30
分
前
か
ら
受
付
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か
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赤磐市議会議員倫理審査会の
「審査結果の報告」（概要）

　
赤
磐
市
議
会
で
は
「
議
会
議
員
政
治
倫

理
規
程
」
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
議
員
は
、
議
員
が
倫
理
基
準
に
違
反
し

て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

議
長
に
対
し
、
倫
理
基
準
に
違
反
す
る
行

為
の
存
否
に
つ
い
て
、
調
査
の
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
調
査
請
求
に
よ
り
「
赤
磐
市
議
会
議
員

倫
理
審
査
会
」
を
設
置
し
、
審
査
を
行
い

ま
す
。

　
議
長
は
、
審
査
会
か
ら
の
調
査
結
果
の

報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
概
要
を
公

表
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
平
成
30
年
12
月
５
日
付
で
議
長
に
対
し

て
調
査
請
求
が
あ
り
、
同
日
に
議
員
倫
理

審
査
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

　
そ
の
審
査
結
果
が
平
成
31
年
２
月
27
日

に
議
長
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
審
査

結
果
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

赤
磐
市
議
会
議
員
倫
理
審
査

　
　
　
　
　
結
果
報
告
（
概
要
）

１
．
審
査
の
経
過

　
平
成
30
年
11
月
８
日
の
新
聞
に
、
赤
磐

市
が
発
注
し
た
複
合
型
介
護
福
祉
施
設
の

設
計
・
建
設
工
事
に
つ
い
て
、
便
宜
を
受

け
た
見
返
り
に
現
金
を
市
議
に
渡
そ
う
と

し
て
、
暴
力
団
幹
部
が
贈
賄
の
疑
い
で
逮

捕
さ
れ
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
平
成
30

　
平
成
31
年
１
月
25
日
の
審
査
会
で
は
、

原
田
議
員
が
出
席
し
、
情
報
提
供
の
後
、

各
委
員
よ
り
質
疑
を
行
っ
た
。
佐
々
木
議

員
は
欠
席
し
た
。
ま
た
、
執
行
部
に
依
頼

し
た
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
、
当
時
の
対

応
記
録
票
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
実
際
に

電
話
対
応
し
た
職
員
か
ら
聞
き
取
り
調
査

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
の
報

告
が
あ
っ
た
。
原
田
議
員
と
佐
々
木
議

員
に
再
度
出
席
要
求
す
る
こ
と
を
決
め 

た
。

　
平
成
31
年
１
月
30
日
の
審
査
会
で
は
、

佐
々
木
議
員
が
出
席
し
、
新
聞
に
書
か
れ

て
お
り
ま
し
た
男
性
市
議
は
私
で
あ
り
、

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
接
触
し
て
い
た

人
物
が
暴
力
団
員
だ
と
い
う
こ
と
は
、
平

成
30
年
11
月
７
日
に
朝
日
新
聞
か
ら
の
電

話
で
知
っ
た
と
説
明
し
た
。
そ
の
後
、
各

委
員
よ
り
質
疑
を
行
っ
た
。
原
田
議
員
は

欠
席
し
た
。
ま
た
、
執
行
部
に
依
頼
し
た

資
料
の
提
出
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
、
当

時
の
関
係
職
員
に
聞
き
取
り
調
査
を
行

い
、
関
係
す
る
市
議
会
議
員
及
び
担
当
の

市
職
員
を
把
握
し
た
が
、
検
察
庁
の
謄
写

資
料
で
市
議
会
議
員
の
氏
名
等
が
閲
覧
不

許
可
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点

で
の
報
告
を
差
し
控
え
る
と
の
内
容
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
日
の
審
査
会
で
該

当
市
議
会
議
員
が
佐
々
木
議
員
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
た
め
、
再
度
執
行
部
に
資

料
の
提
出
を
依
頼
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

年
12
月
５
日
に
倫
理
規
程
の「
倫
理
基
準
」

に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、

原
田
議
員
、保
田
議
員
、福
木
議
員
か
ら
、

倫
理
基
準
に
違
反
す
る
行
為
の
存
否
に
つ

い
て
調
査
の
請
求
が
あ
っ
た
。
こ
の
調
査

請
求
に
基
づ
き
「
議
員
倫
理
審
査
会
」
が

設
置
さ
れ
、
通
算
８
回
の
審
査
会
を
開
催

し
た
。

　
平
成
31
年
１
月
８
日
の
審
査
会
で
は
、

議
長
よ
り
提
供
を
受
け
た
刑
事
確
定
訴
訟

保
管
記
録
の
謄
写
資
料
を
確
認
後
、
今
回

の
調
査
請
求
の
適
否
又
は
倫
理
基
準
違
反

の
行
為
の
存
否
に
つ
い
て
、
全
員
一
致
で

審
査
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

た
。
ま
た
、
全
議
員
に
対
し
、
本
審
査
会

で
審
査
中
の
当
該
事
件
に
関
し
て
、
何
ら

か
の
情
報
を
有
し
て
い
る
か
否
か
の
調
査

を
行
っ
た
。

　
平
成
31
年
１
月
16
日
の
審
査
会
で
は
、

全
議
員
に
対
す
る
調
査
に
お
い
て
、
原
田

議
員
と
佐
々
木
議
員
よ
り
情
報
を
有
し
て

い
る
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
こ
の
２
名
に

対
し
て
審
査
会
へ
の
出
席
要
求
を
決
め

た
。
ま
た
、
検
察
庁
の
謄
写
資
料
に
お
い

て
、「
平
成
29
年
10
月
25
日
に
議
員
か
ら

旧
赤
磐
市
民
病
院
再
利
用
事
業
を
担
当
す

る
市
の
職
員
に
電
話
を
か
け
て
い
る
」
と

の
記
述
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
対
応
状
況

及
び
こ
の
事
業
に
関
す
る
議
員
か
ら
の
働

き
か
け
等
に
つ
い
て
の
対
応
記
録
票
等
の

提
出
を
執
行
部
に
求
め
た
。
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原
田
議
員
と
佐
々
木
議
員
に
再
度
出
席
要

求
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

　
平
成
31
年
２
月
６
日
の
審
査
会
で
は
、

執
行
部
に
依
頼
し
た
資
料
が
提
出
さ
れ

た
。
こ
の
中
で
平
成
29
年
10
月
24
日
以
降

に
、
佐
々
木
議
員
か
ら
業
者
選
定
の
募
集

要
項
に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た

こ
と
。
ま
た
、
赤
磐
市
複
合
型
介
護
福
祉

施
設
整
備
工
事
の
前
払
い
金
に
つ
い
て
も

問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し

た
。
そ
の
後
、
原
田
議
員
と
佐
々
木
議
員

に
対
し
、
前
回
ま
で
の
情
報
提
供
に
対
す

る
質
疑
を
行
っ
た
。

　
平
成
31
年
２
月
14
日
の
審
査
会
で
は
、

執
行
部
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
資
料
の
内
容

に
つ
い
て
再
確
認
を
行
い
、
提
出
さ
れ
た

も
の
以
上
の
情
報
は
無
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
そ
の
後
、
審
査
結
果
の
ま
と
め
に
つ

い
て
協
議
し
た
。

　
平
成
31
年
２
月
27
日
の
審
査
会
で
は
、

審
査
結
果
報
告
書
に
つ
い
て
協
議
し
、
ま

と
め
た
。

２
．
審
査
の
結
果

　
新
聞
報
道
の
あ
っ
た
贈
賄
事
件
に
関
し

て
「
倫
理
規
程
の
倫
理
基
準
」
に
違
反
す

る
行
為
の
存
否
に
つ
い
て
審
査
し
た
。
そ

の
過
程
に
お
い
て
、
新
聞
報
道
さ
れ
た
市

議
会
議
員
は
佐
々
木
議
員
で
あ
り
、ま
た
、

原
田
議
員
は
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
と

し
て
警
察
に
情
報
提
供
し
て
い
た
こ
と
が

判
明
し
た
。

　　
平
成
31
年
１
月
30
日
の
審
査
会
に
お
い

て
「
旧
赤
磐
市
民
病
院
再
利
用
の
事
業
者

選
定
に
つ
い
て
、
暴
力
団
幹
部
が
Ａ
社
と

Ｂ
社
に
決
ま
っ
て
い
る
話
を
壊
す
こ
と
に

よ
っ
て
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
と
い

う
認
識
は
あ
っ
た
の
か
」
と
の
質
問
に
、

佐
々
木
議
員
は「
あ
り
ま
し
た
。そ
う
い
っ

た
よ
う
な
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
の
だ

と
感
じ
て
い
た
。」、「
知
人
Ａ
か
ら
は
、

こ
の
話
を
壊
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
壊
し
て
ど
う
す
る
の
か

と
聞
い
た
ら
、
壊
す
と
別
の
会
社
が
受
注

を
受
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
こ
の
と
こ

ろ
で
利
益
が
出
る
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。」
と
答
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
佐
々
木
議
員
の
説
明
で
は
平
成

29
年
10
月
25
日
に
知
人
Ｂ
の
事
務
所
に
呼

び
出
さ
れ
て
、
暴
力
団
幹
部
よ
り
募
集
要

項
に
「
以
前
項
目
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た

内
容
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
る
」、「
障

害
者
の
施
設
を
過
去
何
年
か
に
建
設
し
た

実
績
が
、
新
た
に
条
件
と
し
て
追
加
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
」、「
こ
の
新
し
く
追
加
さ

れ
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
Ａ
社
、
Ｂ
社
を

入
札
の
選
定
の
中
で
有
利
に
進
め
る
た
め

の
も
の
」
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
そ
の
場

で
確
認
の
た
め
に
市
の
担
当
部
長
に
電
話

を
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
佐
々
木
議
員
は
、
暴

力
団
幹
部
や
知
人
Ａ
が
、
市
が
行
っ
て
い

る
事
業
者
の
選
定
業
務
を
妨
害
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
り
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
い
る

者
で
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
「
こ
の
話
を

壊
し
て
欲
し
い
」
と
依
頼
さ
れ
、
そ
の
依

頼
を
拒
否
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
暴
力
団

幹
部
か
ら
の
話
に
基
づ
き
、
市
に
問
い
合

わ
せ
を
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
、
倫
理

規
程
第
３
条
第
１
号
「
市
が
行
う
許
可
、

認
可
又
は
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
関
し
、

特
定
の
者
の
た
め
に
有
利
な
取
り
計
ら
い

を
し
な
い
こ
と
。」
に
違
反
す
る
。

　　
ま
た
、
平
成
31
年
２
月
４
日
付
、
赤
総

第
２
９
２
号
に
よ
り
執
行
部
か
ら
提
出
さ

れ
た
資
料
等
に
よ
る
と
、
平
成
30
年
５
月

９
日
、
11
時
頃
、
赤
磐
市
複
合
型
介
護
福

祉
施
設
整
備
工
事
に
係
る
前
払
い
に
つ
い

て
、
佐
々
木
議
員
は
市
に
電
話
を
か
け
て

い
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
佐
々
木
議
員
：
「
工
事
契
約
に
係
る
前

払
い
金
に
つ
い
て
、
業
者
か
ら
相
談
を
受

け
て
い
る
と
思
う
が
、
市
か
ら
の
支
払
い

は
い
つ
頃
に
な
る
の
か
。」

　
市
：
「
５
月
の
支
払
日
と
処
理
期
限
に

つ
い
て
説
明
」

　
佐
々
木
議
員
：
「
業
者
が
前
払
い
金
の

受
取
り
を
急
い
で
い
る
。
定
例
日
に
限
ら

ず
、
早
め
の
対
応
を
し
て
欲
し
い
。」

　
市
：
「
定
例
日
以
外
の
振
込
み
に
は
、

手
数
料
が
必
要
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

会
計
課
と
の
調
整
が
必
要
と
な
る
。
可
能

な
限
り
の
対
応
は
す
る
。」
と
回
答
。

　
佐
々
木
議
員
：
「
業
者
へ
は
、
請
求
関

係
書
類
を
早
く
提
出
す
る
よ
う
に
私
か
ら

伝
え
て
お
く
。
市
も
早
め
に
対
応
し
て

や
っ
て
欲
し
い
。」

　
そ
の
後
、業
者
か
ら
市
に
電
話
が
あ
り
、

前
払
い
の
手
続
き
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　
こ
の
提
出
資
料
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
問
い
合
わ
せ
を
し
た
の
か
。
目
的

は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
の
質
問
に
、
佐
々

木
議
員
は
、業
者
よ
り「
資
金
繰
り
に
困
っ

て
い
る
。
前
払
い
金
を
契
約
上
も
ら
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
ど
う
や
っ
た

ら
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。
最
短
で
も
ら
う

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。」

と
い
う
相
談
が
あ
り
、
担
当
課
に
問
い
合

わ
せ
を
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。

　
本
件
工
事
に
お
け
る
前
払
い
に
つ
い
て

は
、
契
約
書
の
第
34
条
に
記
載
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
処
理
が
適
正
に
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
業
者
か

ら
資
金
繰
り
に
困
っ
て
い
る
と
の
相
談
を

受
け
、
契
約
に
基
づ
く
請
求
関
係
書
類
が

提
出
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
定
例
日
に
限
ら
ず
早
め
の
対
応
を
し
て

欲
し
い
。」
と
の
要
求
を
行
っ
て
い
る
。

支
払
期
日
が
早
く
な
る
こ
と
は
業
者
に
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と
っ
て
利
益
と
な
る
た
め
、
倫
理
規
程
第

３
条
第
１
号
「
市
が
行
う
許
可
、
認
可
又

は
請
負
そ
の
他
の
契
約
に
関
し
、
特
定
の

者
の
た
め
に
有
利
な
取
り
計
ら
い
を
し
な

い
こ
と
。」
に
違
反
す
る
。
ま
た
、
市
議

会
議
員
と
い
う
立
場
で
、
市
に
対
し
て
契

約
に
基
づ
か
な
い
処
理
を
要
求
す
る
こ
と

は
倫
理
規
程
第
３
条
第
３
号
「
市
の
職
員

等
の
公
正
な
職
務
執
行
を
妨
げ
、
そ
の
権

限
又
は
地
位
に
よ
る
影
響
力
を
不
正
に
行

使
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
な
い
こ
と
。」

に
違
反
す
る
。

　　
以
上
の
こ
と
が
審
査
会
の
調
査
で
確
認

で
き
た
客
観
的
事
実
で
あ
り
、
佐
々
木
議

員
の
行
為
は
倫
理
規
程
第
３
条
第
１
号
及

び
第
３
号
の
倫
理
基
準
に
違
反
し
て
お

り
、
審
査
の
結
果
を
重
く
受
け
止
め
て
反

省
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
市
議
会
と
し
て
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
倫
理
規
程

を
条
例
化
し
、
罰
則
も
検
討
す
る
等
、
早

急
に
対
応
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
３
．
審
査
会
を
終
え
て

　
原
田
議
員
に
つ
い
て
は
、
倫
理
規
程
第

７
条
に
「
議
員
は
、
審
査
会
の
要
求
が
あ

る
と
き
は
、
審
査
に
必
要
な
資
料
を
提
出

し
、
又
は
会
議
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
31
年
１
月

25
日
の
本
審
査
会
で
「
警
察
へ
の
捜
査
協

力
に
つ
い
て
は
一
切
コ
メ
ン
ト
し
ま
せ

ん
。」
と
述
べ
、
平
成
31
年
１
月
30
日
の

審
査
会
へ
の
出
席
要
求
に
対
し
て
は
「
こ

れ
以
上
提
供
す
る
情
報
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
出
席
い
た
し
ま
せ
ん
。」
と
し
て
欠

席
し
な
が
ら
も
、
同
日
の
審
査
会
を
傍
聴

し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
行
為
は
倫
理
規
程
第
７
条
の

議
員
の
協
力
義
務
を
果
た
さ
な
い
も
の
で

あ
り
、倫
理
規
程
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
。

議
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
市
民
全
体
の
代
表

者
と
し
て
自
ら
の
役
割
を
自
覚
し
、
議
員

と
し
て
の
責
任
感
を
も
っ
て
行
動
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　　
佐
々
木
議
員
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年

11
月
12
日
、
20
日
、
12
月
18
日
の
議
会
全

員
協
議
会
の
中
で
、
議
長
か
ら
事
件
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
機
会
を
与
え
ら
れ
た
際

に
は
何
も
語
ら
ず
、
平
成
31
年
１
月
30
日

の
審
査
会
に
お
い
て
、
今
ま
で
説
明
が
で

き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
「
暴
力
団
が
関

係
す
る
事
件
で
、
身
に
危
険
が
あ
り
、
相

手
を
刺
激
し
な
い
よ
う
警
察
か
ら
助
言
さ

れ
た
。」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、

平
成
30
年
12
月
２
日
、
９
日
の
自
身
の
ブ

ロ
グ
に
は
事
件
に
つ
い
て
の
情
報
を
書
き

込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
平
成
31
年
１
月
17

日
付
で
１
月
25
日
の
審
査
会
へ
出
席
要
求

し
た
と
こ
ろ
「
先
約
の
議
員
活
動
が
あ
る

た
め
」
と
し
て
欠
席
し
た
。
さ
ら
に
、
平

成
31
年
１
月
30
日
の
審
査
会
へ
出
席
要
求

し
た
際
に
は
、
審
査
会
に
お
い
て
事
件
に

つ
い
て
正
式
に
説
明
す
べ
き
と
こ
ろ
、
そ

の
前
日
に
自
身
の
ブ
ロ
グ
で
新
聞
報
道
に

あ
る
男
性
市
議
は
自
分
で
あ
る
と
明
か

し
、
事
件
に
つ
い
て
詳
細
な
内
容
を
公
表

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
根
拠
の
な
い
官
製
談
合
と
い
う

噂
話
を
基
に
、
そ
の
情
報
を
得
る
た
め
に

暴
力
団
幹
部
等
に
接
触
し
、
警
察
の
捜
査

に
関
わ
り
、
市
及
び
市
議
会
に
多
大
な
混

乱
を
も
た
ら
し
た
。
倫
理
規
程
第
２
条
第

２
項
に「
議
員
は
、議
員
倫
理
に
反
す
る
事

実
が
あ
る
と
の
疑
惑
を
持
た
れ
た
場
合
に

は
、
そ
の
疑
惑
を
解
明
し
、
責
任
を
明
ら

か
に
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
一

連
の
言
動
は
、
副
議
長
と
し
て
も
不
適
格

で
あ
り
、
議
員
辞
職
に
値
す
る
。

議
会
全
員
協
議
会

�

の
報
告

　
２
月
14
日

　

 

主
な
協
議
事
項

・ 

３
月
定
例
会
（
日
程
、
提
出
議
案
、
人

事
案
件
、
条
例
の
一
部
改
正
等
）
に
つ

い
て

・ 

30
年
度
補
正
予
算
、
31
年
度
当
初
予
算

（
議
会
費
）
に
つ
い
て

・ 

議
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
へ
の
加
入

つ
い
て

　

 

主
な
報
告
事
項
（
議
会
事
務
局
、

執
行
部
よ
り
）

・ 

７
月
豪
雨
災
害
被
害
に
対
し
て
の
見
舞

金
に
つ
い
て

・
本
庁
舎
整
備
に
つ
い
て

・ 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
表
敬
訪
問
に
つ
い

て
　
３
月
18
日

　

 

主
な
協
議
事
項

・ 

人
事
案
件
（
副
市
長
の
選
任
）
に
つ
い

て
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議
会
広
報
編
集
特
別
委
員

編
集
後
記

委
員
長

光
成
　
良
充

副
委
員
長

治
徳
　
義
明

委

員

大
口
　
浩
志

委

員

保
田
　
　
守

委

員

佐
々
木
雄
司

委

員

佐
藤
　
　
武

委

員

永
徳
　
省
二

～ 議会改革に向けて ～
議会改革検討委員会

　
卒
業
式
・
入
学
式
、
春

の
定
例
行
事
が
終
わ
り
ま

し
た
。

　
月
日
の
経
つ
の
は
早
い

も
の
で
、
我
々
議
会
も
２

年
の
折
り
返
し
を
迎
え
、

議
会
の
構
成
替
え
に
よ

り
、
今
の
メ
ン
バ
ー
で
作

る
最
後
の
広
報
紙
と
な
り

ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
に
読
ん

で
も
ら
え
る
広
報
紙
を
目

指
し
、
努
力
し
て
き
た
つ

も
り
で
す
が
、
ま
だ
ま
だ

至
ら
な
い
所
も
た
く
さ
ん

あ
る
と
思
い
ま
す
。
議
会

側
の
ひ
と
り
よ
が
り
に
な

ら
ず
、
読
み
や
す
い
、
読

ん
で
み
た
い
、
広
報
紙
に

な
る
よ
う
今
後
も
努
力
を

重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　

委
員
会
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
中
継
が
始
ま
り
、

広
報
紙
と
の
役
割
分
担
も

検
討
課
題
で
す
。
取
り
急

ぎ
文
字
を
大
き
く
し
よ
う

と
検
討
し
て
い
ま
す
。

　議員全員で審査を行う予算決算特
別委員会の設置、審査方法について、
昨年から協議を進めてきた。
　予算決算の審査については、①「分
科会を設置して審査」、②「委員全
員で審査」、③「現状の審査方法」
の３案で協議を進めた。
　③「現状の審査方法」については、
議案不可分の原則に反する等、手続
き上の問題があることから、①・②
の２案に絞って協議を行い、予算に
ついては、①「分科会を設置して審
査」する案に決定した。
　決算については、分科会を設置せ
ず、②「委員全員で審査」する案に
決定した。

　２月21日に専門部会を開催し、導入ありきではなく、い
ろいろな面から検討し、前向きに進める方針を決定した。
また、端末導入までに必要な検討事項の確認等を行った。

タブレット端末の導入について予算決算特別委員会の設置について

予算及び決算の審査について
　協議の結果、「現在、予算議案の審査については、３
つの常任委員会に分割して付託しているが、この審査方
法は、議案不可分の原則に反することから改善が必要で
あると考える。
　また、予算決算の内容について、全ての議員が関わり
理解を深め、議会のチェック機能を高める必要がある。
　ついては、議員全員で予算決算の審査を行う特別委員
会を設置し、予算は、委員会に分科会を設置して審査を
行い、決算は、委員全員で審査を行うことを検討された
い。」との意見書を３月18日に議長へ提出した。

意見書の提出

　

平
成
31
年
１
月
22
日
に
兵
庫
県
の
「
猪
名

川
町
議
会　

総
務
文
教
常
任
委
員
会
」
が
農

業
振
興
の
取
組
み
に
つ
い
て
の
視
察
に
訪

れ
、
議
長
・
産
業
建
設
常
任
委
員
長
が
対
応

し
た
。

　

平
成
31
年
２
月
13
日
、
中
央
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
を
視
察
し
、
各
自
３
１
０
円
を
負
担

し
て
給
食
を
試
食
し
た
。
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
の
運
営
方

式
に
つ
い
て
、

調
理
指
示
書
等

を
見
な
が
ら
、

一
部
民
営
化
し

て
も
今
ま
で
と

同
じ
よ
う
に
安

く
安
全
で
美
味

し
い
学
校
給
食

が
提
供
で
き
る

こ
と
を
確
認
し

た
。視

察
の
受
け
入
れ
を�

行
っ
た

総
務
文
教
常
任
委
員
会
視
察
報
告


